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絵本の読み聞かせ実践における保育者の意識の検討
松原　みゆき

サマリー

本研究の目的は、保育者へのインタビューとその結果の質的分析を通して、保育現場における絵

本の読み聞かせ実践における保育者の意識や目的などを明らかにすることである。保育者10名を

対象に、詳細な半構造化面接を行い得たインタビュー・データを基に、M-GTA（Modi f i ed 

Grounded Theory Approuch：修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）を用いて分析した。

その結果、集団における絵本の読み聞かせの保育者の意識・目的として、「情緒的機能（情緒を

育てる）」「知識習得機能（遊び・活動促進）」「他者意識獲得機能（共有体験）」の3つが示された。な

お、この3つの意識は双方向に相互に関連し合い、総合的に発達していくことが明らかになった。そ

して、上述した集団における絵本の読み聞かせの意義を果たすためには、保育者が幼児教育の特

性を生かし、幼児の発達の道筋を見通した読み聞かせを意図的・計画的に実践することが望ましい

と考えられる。

キーワード：絵本、読み聞かせ、保育者、M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）

はじめに
子ども達にとって、絵本は人生で最初に出会う本である。乳幼児期の子ども達に絵本を読み聞かせること

は子ども達の心の教育に良いと考えられており、その効果は子どもの想像力を育むことや、言語能力を高め
ること、人間関係を豊かにするなど数多く検証されている1）。

現在、絵本の読み聞かせは、家庭はもちろんのこと、幼稚園や保育所といった保育機関をはじめ、図書館
や書店においても積極的に行われている活動であり、保護者や保育者、図書館司書だけでなく、書店員やボ
ランティアなど様々な人が絵本と子どもをつなぐ役割を担っている。子どもと絵本の出会いの場が大きく広が
っている中で、子どもにとって絵本との出会いの場所が異なれば、その内容も意義も異なるであろう。家庭なら
ば家庭の、保育機関なら保育機関ならではの絵本との出会いがあるはずである2）。その為、それぞれの場所
でそれぞれの特性を生かした絵本体験を子ども達に提供することが必要である。

Ⅰ．本研究の目的
筆者が勤務している保育士養成校の保育者志望の学生達は、2年間を通して幼稚園教育実習を含め何度

かの実習を経験する。実習先での保育実践内容を尋ねると、ほとんどの学生が絵本や紙芝居の読み聞かせ
を行ったと答える。しかし、何を基準にどのような絵本を選べばよいか、何を目的として絵本を選べばよいか判
断できなくて困ったなど、「絵本選び」や「読み聞かせの意義や目的」に悩んでいる学生も少なくない。

先行研究では、乳幼児期の絵本の読み聞かせられ体験が、就学後の読書やその後の人間関係に与える
影響が明らかにされてきた。一方で、絵本の選定、保育室の環境構成を含め、読み手である保育者の意識や
配慮など、保育者自身の「絵本の読み聞かせ」という実践的行為そのものについては、まだ研究を通じて得ら
れた知見は乏しい。幼少期の読み聞かせられ体験が子ども達のその後の人生に影響を及ぼす可能性があ
ると知った上で、保育現場における絵本の読み聞かせに対する保育者の意識やねらいを調査することは必
要であり、また本研究で得られた研究結果を教育現場に戻すことにより、保育者を目指す学生達の学びに繋
がると考える。
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以上をふまえ、本論文では、保育者へのインタビューとその結果の質的分析を通して、保育現場における絵
本の読み聞かせ実践における保育者の意識や目的などを明らかにすることを目的とする。具体的には、①保
育者として何を理由に絵本を選定しているのか、②読み聞かせを通して子ども達に何を伝えていきたいと考
えているのか、について探ることにする。最後に、調査から示された実態をふまえた上で、保育現場における
絵本の読み聞かせの意義を総合的に考察する。

Ⅱ．研究方法
1）対象者

埼玉県、茨城県、群馬県内の保育所・認定こども園に勤務する保育者10名（保育士7名・保育教諭3名）にイ
ンタビューを行った。対象者の概要をTable1に示す。

Table１　対象者の概要
氏名 性別 勤務園 勤務年数 担当クラス

１ A保育士 女 A保育園 常勤３０年 ４歳児
２ B保育士 男 B保育園 常勤２３年 ４歳児
３ C保育士 女 C保育園 非常勤１５年 ３歳児
４ D保育士 女 D保育園 常勤８年 ５歳児
５ E保育教諭 女 Eこども園 常勤８年 ０歳児
６ F保育士 女 F保育園 非常勤７年 ３歳児
７ G保育士 女 B保育園 非常勤４年 １歳児
８ H保育士 女 Gこども園 常勤４年 １歳児
９ I保育教諭 女 Hこども園 常勤２年 １歳児

１０ J保育教諭 女 Hこども園 常勤２年 ０歳児

2）インタビューの手続き
202X 年4月から7月まで、半構造化インタビューを行った。絵本の読み聞かせ実践における保育者の意識

を聞き取りたいという趣旨をあらかじめ保育者に伝え、同意の得られた保育者に対して、筆者が1名ずつイン
タビューを行った。本研究では、現在のクラスでの実践を振り返ってもらう形で聞き取りを行った。インタビュー
実施後、筆者自ら逐語録を作成し、逐語録化して得られたデータから、具体的なエピソードを抽出し、質的に
分析を行った。

3）分析方法
分析方法として、質的研究法の一つである、M-GTA（Modified　Grounded　Theory　Approuch：修正

版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）を用いた。

4）倫理的配慮
本研究は、明星大学教育学研究科の倫理委員会において承認を得ている。

Ⅲ．結果と考察
M-GTAによる分析を通して生成された13の概念と3つのカテゴリーとの関係を結果図としてFigure1に示

した。双方向の矢印は、相互に影響を及ぼす関係性にあることを示す。各カテゴリーは、「保育者が考える、絵
本の読み聞かせにおける『機能』」とする。

まず、結果図に示した概念とカテゴリーの関係を説明する。なお、カテゴリーを《　　》内に示した。
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情緒を育てる

絵本への
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子ども理解 保護者支援

気持ちの　　
　　切り替え

遊び・活動促進共有体験

心情理解・
　　他者意識

他児と�の 
関わり

行事理解

一体感

Figure１　絵本の読み聞かせ実践における保育者の意識の検討（結果図）

言葉の獲得 没頭体験・
活動促進

想像力・
イメージの獲得

知識・
� 経験の獲得

1）カテゴリーの動き
園生活において、保育者は幼児の《情緒を育てる》カテゴリーを軸に絵本の読み聞かせを展開している。

「情緒を育てる」とは、幼児が安定した情緒の下で自己を十分に発揮しながら、安心して園生活を送ることが
出来るよう、一人一人の心の安定を育てることである3）。保育者は、日常の保育の中で幼児一人一人の気持ち
に寄り添いながら、幼児が安心して園生活が送れるよう環境を構成している。その環境構成の一つに、「絵本
の読み聞かせ」という活動を取り入れている。

保育者との間に信頼関係が築かれ、幼児が安心して園生活を送れるようになると、幼児は保育者を安全基
地として活動の範囲を広げていく《遊び・活動促進》カテゴリーへとつながる。

また、遊びの中で自然に生まれる発話等から、共通の目的を持ち友達と一緒に何かを作り上げる《共有体
験》カテゴリーを経験する。このような共有体験を通して、幼児は個人としても、クラス集団としても成長してい
く。園生活の中で、友達と共有体験を経験することにより、友達との信頼関係が育まれ、幼児は更に充実した
園生活を送ることができるのではないだろうか。

2）各カテゴリーにおける保育者の意識の枠組み
次に、カテゴリーを構成する概念の関係を中心に、保育者の意識の枠組みを説明する。概念の定義および

具体例を Table2に示した。なお、カテゴリーを《　　》、概念を【　　】、カテゴリーおよび概念の定義を
［　　］、具体例を「　　」内に示した。
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Table２　概念の定義および具体例
【概念名】 ［定義］ 「具体例」

１ 情緒の安定
気持ちを落ち着かせ安心
して園生活を送ることが
出来る

やっぱり２歳とかだとご飯食べてくれないとか、絶対布団に入らないとか
そういうことがあるんですけれど。音が繰り返し出てくるのと、動きとその
絵の面白さとかがある絵本を選んで繰り返し読むと、笑ってくれたりして
子どもの不安が和らぐ。うん。情緒の安定ですかね。（B保育士・他８例）

２ 絵本への
親しみ促進

物語に触れる機会をつく
り，絵本を好きになって欲
しい

やっぱり親しみを持ってもらいたい。実際、今１歳児だけど、その子はすぐ
ウエーンって泣いちゃうんだけど、絵本の時間になるとすごく集中する。

（絵本に）親しみを持って欲しいのと、絵本の世界みたいなのを大事にし
たいなって、伝えたいなって。（I保育教諭・他７例）

３ 気持ちの
切り替え

次の活動への気持ちの切
り替えや，落ち着きをもた
せる

活動始まる前とか。子どもをちょっと落ち着かせるために、ちょっとした短
い絵本を読んでから活動することが多い。帰りの前とか。（I保育教諭・他
９例）

４ 子ども理解
読み聞かせを通して子ど
もの様子や考えに保育者
が気付く

やっぱりそこが絵本の良さ。目の前に見てくれる子ども達が居て、子ども
達の反応に合わせてめくれたりとか、読み方変えたりとか。同じ本でも学
年によってもクラスによっても違うよね。本当、学年によっても違うよね。（A
保育士・他４例）

５ 保護者支援
絵本を通して，保護者の
子どもへの関わりを支援
する

お母さんが（連絡）ノートに書いてきてくれて。「読んであげたんですけ
ど、すごいいい反応でした」って、保護者と（連絡）ノートで絵本について
のやりとりができる。（J保育教諭・他８例）

６ 言葉の獲得
絵本や遊びを介して保育
者や友達と関わり，言葉
を獲得していく

何回も読み聞かせることで内容を覚えている子もいる。「次は何が出てく
るかな？」って聞くと「ぽん！」って言ったり。同じ絵本を毎日じゃないけど、
時々同じ絵本を読んであげると（言葉を）覚えてくる。効果音が言葉（の獲
得）に繋がっていくかんじ。（H保育士・他１６例）

７
想像力・
イメージの
獲得

絵や言葉によるイメージ
が 豊かになり，考える力
や想像力を育む力を養う

絵本の世界から色々触れてほしい。想像を膨らませてほしいって言うか、
経験してほしい。それで、なんか、興味を持ってくれればいいのかなって。

（H保育士・他１７例）

８ 知識・
経験の獲得

絵 本を通して，子どもの
知的好奇心を刺激する

春にちょうちょうになるまでの本を読んだ時に、モンシロチョウだったんで
すけれども、それ（たまご）を庭の園庭のキャベツのところで見つけて、

「これ絵本で見たやつだね」って。「じゃあそれを本と同じように育ててや
ってみよう」って言って育てて。（B保育士・他５例）

９ 没頭体験・
活動促進

じっくりと一つのことにの
めり込み，集中力を身に
付ける

紙飛行機とか作る時に紙飛行機の絵本とかがあったりして、実験系の絵
本があったりして、コップの表面張力とか。子ども達と一緒に作って楽し
める絵本とかも結構あるから、集団での活動として。子どもたちが何がや
りたいか投げかけることが多いかな。絵本が決めるきっかけになるといい
な。（E保育教諭・他１５例）

１０ 心情理解・
他者意識

相手の気持ちを考え行動
できるようになる

４歳児になるとやっぱり喧嘩とかいろんな場面で出てくるよね。４歳の夏ぐ
らいかな、自分との葛藤の時期なのかな。人と比べてっていうのが出てく
るから、そんな時に、やっぱり相手の気持ちや主人公の気持ちになって考
えられるようなそういう絵本を読んだりもする。（A保育士・他９例）

１１ 他児との
関わり

他児と楽しい体験を共有
する

男の子だと『桃太郎』とかそういうかっこいい、憧れるヒーローが出てくる
物語が出てくると、うん。外行った時に棒とか持ってそれになりきるとか、
女の子とかだと読んだ物語の絵を描いて、お話をそこからまた膨らませ
ていくみたいな。お姫様が出てくる物語とかだと、そのお姫様になってい
る自分を描いて、友達となりきって遊びを進めていく。（B保育士・他７例）

１２ 行事理解 伝統行事や園行事など
について理解する

行事に関しては、必ず絵本なり紙芝居なりで、概要（由来）を分かりやす
く伝える。絵本で伝えることによって子どもたちの中にスッと入っていくっ
ていうことがあるので。（B保育士・他９例）

１３ 一体感 遊びや園行事を通して，
友達と喜びを共有する

みんなで協力して探すのとか。『ミッケ』は探すものの何かが分からない
から「これ何？これどういうやつ？」みたいなのを聞いてくるから。王冠が１
個見つからないって、「じゃあ私はこっち探すから、みんなはこっち探し
て」って言って協力して探してる。「チェスってなに？」とか。聞いてきたこと
を友達に教えてあげたりとか。お友達同士で見つけたりとか探して、見つ
けた時に嬉しいよね。（E保育教諭・他５例）
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1．《情緒を育てるカテゴリー》（コアカテゴリー）
今回インタビューした保育者に、絵本の読み聞かせの目的を聞いたところ、多くの保育者が迷いなく「幼児

の【1．情緒の安定】です」と回答した。保育者は、「保育者が絵本を読み聞かせると安心する」幼児の姿を目の
前で見て、［気持ちを落ち着かせ安心して園生活を送ることが出来る］という、絵本の読み聞かせがもたらす
効果を実感しているのであろう。

また、保育者は幼児に「絵本を好きになって欲しい」という【2．絵本への親しみ促進】の目的をもって絵本の
読み聞かせを行っている。ICT（情報通信技術）の急速な発展がめまぐるしく、幼児期から日常的に携帯電話
やタブレット端末に触れている現在、［物語に触れる機会をつくり、絵本を好きになって欲しい］という保育者
の純粋な願いがある。幼児が絵本を好きになり、読み聞かせの時間を楽しみにすることで、幼児の【1．情緒の
安定】へとつながる。

次に、読み聞かせを行う時間帯の回答で多かった「絵本を次の活動につなげる」など【3．気持ちの切り替
え】の意識である。具体例として、［次の活動への気持ちの切り替えや、落ち着きをもたせる］などの意識が多か
ったが、登園時分離不安から不安定になっている幼児と1対1で絵本を読む、「子ども自身の気持ちの切り替
え」目的で絵本を読み聞かせているケースも語られた。家庭で保護者から絵本の読み聞かせを経験してきた
子ども達にとって、保育者と絵本を読む経験は、幼児が安心して園生活を送ることが出来る【1．情緒の安定】
につながるのではないだろうか。

日常的に絵本の読み聞かせを行う中で、幼児の何気ない発言や行動から［読み聞かせを通して子どもの
様子や考えに保育者が気付く］ことが出来る。「目の前の子どもの反応に合わせてめくり方や読み方を変え
る」と保育者が語るように、保育者は読み聞かせに対する幼児の表情や身体の動きなどを丁寧に読み取り、そ
の情報を基に更に幼児の心情理解を深めていく。このように日々の読み聞かせは、【4．子ども理解】を深める
ことが出来る。保育者が幼児を理解することにより「子どもとの絆が深まる」ことは、幼児の【1．情緒の安定】に
つながる。保育現場における保育者と幼児の信頼関係の構築は、保育を進めていく上で最も影響を及ぼす
重要な事項である。

また、保育者の【4．子ども理解】は、保育者が我が子を理解してくれているという安心感から保育者と保護
者の信頼関係も生まれ【5．保護者支援】へともつながる。「絵本をきっかけに保護者との話題作りにもなる」な
ど、［絵本を通して、保護者の子どもへの関わりを支援する］ことが出来る。このように、保育機関における絵本
の読み聞かせは、【5．保護者支援】の役割を担っている。保育者からの提案により、絵本を通して保護者が我
が子と共に心地良い時間を過ごすことは、子どもの【1．情緒の安定】につながると考えられる。保育者の立場
として、親子が心地良い時間を共有することが出来る絵本の読み聞かせを推奨していくことは大切な役割で
ある。

これら5つのカテゴリーの概念は、幼児の《情緒を育てる》カテゴリーと命名した。なお、このカテゴリーは
全てのカテゴリーの軸になると考えられることからコアカテゴリーとした。

2．《遊び・活動促進》カテゴリー
保育者との間に信頼関係が築かれ、幼児が安心して園生活を送れるようになると、幼児は保育者を安全基

地として活動の範囲を広げていく。絵本に書かれている文字は読めなくても、保育者や友達と言葉遊びなど
を楽しみながら「言葉の感覚を養う」ことや「効果音や言葉に興味関心を持つ」ことで、言葉の持つリズムや
言葉そのもののおもしろさに気づくようになる。

乳幼児期の幼児における絵本の読み聞かせは、耳で聞く体験が言葉を理解し、想像力や考える力を養い、
言葉の土台作りになる4）。子どもは、絵本の中の言葉や、遊びや生活の中で様々な言葉に出会い、その響きや
リズムに興味をもちながら徐々に自分が使える言葉として獲得していく。そして、考えたことを表現するときに
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その言葉を使うようになる。これらの経験から［絵本や遊びを介して保育者や友達と関わり、言葉を獲得して
いく］などの【6．言葉の獲得】が期待される。
【6．言葉の獲得】は、［絵や言葉によるイメージが豊かになり、考える力や想像力を育む力を養う］ことので

きる【7．想像力・イメージの獲得】へとつながる。
また、【6．言葉の獲得】により、絵本から子どもの興味関心が広がり、「科学絵本に出てきた生き物を実際に

クラスで育てる」など、［絵本を通して、子どもの知的好奇心を刺激する］ことで【8．知識・経験の獲得】へとつ
ながることが分かる。
【6．言葉の獲得】を通して、【7．想像力・イメージの獲得】、【8．知識・経験の獲得】これら2つの概念を経験

することにより、幼児は活動や遊びを深めていくことが可能となる。たとえば「主人公が冒険したイメージを広
げて、お散歩の時に自分も勇者になった気持ちで歩く」など絵本の世界からイメージを膨らませ、遊びにつな
げていくなど、幼児は［じっくりと一つのことにのめり込み、集中力を身に付ける］ことが出来るようになる。この
ような【9．没頭体験・活動促進】の経験が、さらに幼児の遊びや活動を豊かにしていく。これら4つの概念は、
幼児が絵本の読み聞かせを通して生活に必要な知識を得たり、遊びや興味関心を広げたりすることにつな
がることから、《遊び・活動促進》カテゴリーと命名した。

なお、この《遊び・活動促進》カテゴリーは、幼児の《情緒を育てる》カテゴリーと相互に影響を及ぼす関係
性にあると考えられる。たとえば、《情緒を育てる》カテゴリー内における、「絵本を読む時間は、保育士と子ど
も達のとても豊かで楽しい時間。子どもと保育者の関係性が出来ると、子ども達って目標に向かっていろんな
ことに挑戦できるようになる」というインタビュー・データと、《遊び・活動促進》カテゴリー内における、「絵本の
読み聞かせから、活動のやる気へとつなげる。目標に向かって行動して自己肯定感が高まる」というインタビュ
ー・データから、幼児の《情緒を育てる》カテゴリーと、《遊び・活動促進》カテゴリーは、相互に関連し合い、総
合的に発達していくと解釈したため、結果図ではお互いのカテゴリーと双方向につながる矢印として表現し
た。

3．《共有体験》カテゴリー
言葉を獲得し、そこから発語が増え、文字への興味が高まると、絵本の内容そのものへの理解につながり

「登場人物それぞれに考えや思いがあることを知る」きっかけとなる。その中で、他者への気持ちに気づき、幼
児なりに［相手の気持ちを考え行動できるようになる］のだろう。絵本を通して【10．心情理解・他者意識】を深
めていくことで「友達の気持ちになって物事を考えられるようになる」ため、友達との関わりも増えてくると考え
られる。

幼児は、絵本の読み聞かせを通して、言葉遊びを楽しんだりすることで「友達と絵本の世界を共有する楽し
さを味わう」経験をする。また、成長するに従い、自分が語り手として他者に対して絵本を読むという【11．他児
との関わり】も見られるようになる。一冊の絵本を通して、友達とイメージを膨らませ遊んだり語り合ったりする
ことにより［他児と楽しい体験を共有する］経験をし、「幼児同士の絆が深まる」のである。

幼児は、絵や言葉によるイメージが豊かになり、考える力や想像力を育む力が身につくと、古くから伝えら
れている［伝統行事や園行事などについて理解する］ことが出来るようになる。絵本を通して「遠足や芋掘りの
行事を理解する」ことで、幼児の【12．行事理解】へとつながり、遊びや園行事などの活動にさらに主体的に参
加できるようになる。
【10．心情理解・他者意識】、【11．他児との関わり】、【12．行事理解】これら3つの概念は、幼児同士の人間

関係に関する内容でもあり、これらの経験を重ねることにより［遊びや園行事を通して、友達と喜びを共有す
る］ことができる。これらの経験の積み重ねは、「クラスに一体感が生まれる」など、集団としての【13．一体感】
を生む。クラスにおける集団での読み聞かせを通して、絵本の世界で感じる様々な感情を、その場にいる友達
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と共有していく。集団の一体感を味わったり、絵本の世界観をクラスのみんなと共有したりすることは、集団で
の読み聞かせならではの意義であろう。これら4つのカテゴリーの概念は、《共有体験》カテゴリーと命名し
た。

なお、この《共有体験》カテゴリーは、《遊び・活動促進》カテゴリーと相互に影響を及ぼす関係性にあると
考えられる。たとえば、《遊び・活動促進》カテゴリー内における、「春に、たまごからモンシロチョウになるまで
の本を読んだ時に、それ（たまご）を園庭のキャベツのところで見つけて、『これ絵本で見たやつだよね』って
見つけてきてくれて、『じゃあそれを本と同じように育ててやってみよう』って言って育てて。青虫からちょうちょ
うになるまで、みんなで大切に育てたっていう経験もあります。」というインタビュー・データと、《共有体験》カテ
ゴリー内における、「絵本の内容をその後の遊びに取り入れて、子ども達で遊びを広げていく。子ども達みん
なで逃げて、それが遊びにつながる。みんなで逃げると、お友達と遊んでるっていう一体感にもつながる。それ
で、また更に遊びが広がる」というインタビュー・データから、《遊び・活動促進》カテゴリーと、《共有体験》カテ
ゴリーは、相互に関連し合い、総合的に発達していくと解釈したため、結果図ではお互いのカテゴリーと双方
向につながる矢印として表現した。

幼児は園生活の中で、友達との共有体験を通して、個人としても、クラス集団としても成長していく。園生活
の中で、友達と共有体験を経験することにより、友達との信頼関係が育まれ、幼児は更に充実した園生活を
送ることができるのではないだろうか。つまり、この《共有体験》カテゴリーは、幼児の《情緒を育てる》カテゴリ
ーと、相互に影響を及ぼす関係性にあると考えられる。たとえば、《共有体験》カテゴリー内における、「みんな
で協力して絵本の中のものを探す。お友達同士で探して見つけた時に嬉しいよね。みんなで喜んでる。そうい
う経験をして、子ども達に絵本を好きになってもらいたい。」というインタビュー・データと、幼児の《情緒を育て
る》カテゴリー内における、「やっぱりそこが絵本の良さ。目の前の子どもに合わせて絵本を読み聞かせるよう
にしている。クラスで絵本を読むことで、自由遊びの時に友達とイメージを共有してごっこ遊びを展開してい
く。」というインタビュー・データから、《情緒を育てる》カテゴリーと、《共有体験》カテゴリーは、相互に関連し
合い、総合的に発達していくと解釈したため、結果図ではお互いのカテゴリーと双方向につながる矢印として
表現した。

Ⅳ．総合考察
本研究では、分析・研究を通して、保育現場における絵本の読み聞かせ実践における保育者の意識を検

討することを目的としていた。
保育者は、読み聞かせをしながら、目の前の幼児の反応を受け取り、心の中で応答する。読み手側である

保育者のそのような意識は、読み聞かせの際の表情や声に影響していくだろう。保育者が心から楽しみなが
ら読むことで、保育者と幼児の中で穏やかな空間が共有される。その共有された空間は、クラスの一体感、共
有体験へとつながるだろう。このような、集団における絵本の読み聞かせの結果として、幼児の心身の発達に
良い影響がもたらされていると考えられる。

本来、個人的に読むものである絵本が、保育現場において、なぜここまで重要な保育活動として捉えられ
ているのか、今回の保育者のインタビュー調査により明確になりつつある。「幼児教育における集団での読み
聞かせは、“共に居る” 歓びである。」と松居が言うように5）、家庭では、養育者と1対1で絵本を読んだり、きょう
だいと一緒に絵本を読むことが多いのに対し、保育現場では、同年齢の子ども達と集団で絵本を読むことが
ほとんどであり、異年齢の子ども達や、担任保育者以外の人とも絵本を読む機会もある。多様な人と関わりな
がら絵本に出会うことは、家庭での絵本の読み聞かせとは異なる集団生活ならではの特徴である。絵本を通
して友達と共通の話題が生まれ、イメージも更に広がる。これらの共有体験が、一人一人の幼児の感性を深
め、豊かな人間関係と遊びの世界を育てていくのであろう。これらのことから、幼児の成長や発達を促すもの
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として、保育現場における絵本の読み聞かせは欠かせないものであるといえる。
そして、上述した集団における絵本の読み聞かせの意義を果たすためには、保育者の専門性を生かした

絵本の選定、読み聞かせをすることが重要となる。担当クラスの発達段階や特性に応じて環境を構成し、幼
児の成長発達を支えようとする保育者の思いと実践は、絵本の読み聞かせだけでなく、保育・教育の全ての
内容にとって重要なことである。

保育現場では、多くの保育者が日々幼児と向き合い、幼児の為に試行錯誤を繰り返しながら保育を行って
いる。絵本の読み聞かせは、幼児の為に行うものであり、絵本を楽しむ主体は当然幼児である。保育者は、幼
児が絵本の世界を楽しみ、心地よい時間を過ごせるための効果的な読み聞かせ方法を工夫するべきである。
その為に、何よりも大切なことは、保育者が絵本を「幼児に聞かせる」のではなく、「幼児と共に楽しむ」ことな
のではないだろうか。絵本の選定を含め、幼児の為に費やされた時間や、幼児の為に発せられた保育者の声
は、幼児にとって何ものにも代えがたい幸せな経験として、幼児の心に残り続けるであろう。幼児教育にかか
わる筆者にとって、絵本の読み聞かせを含め、今、目の前にいる乳幼児に温かく愛情に満ちた保育を行うこと
がいかに大切であるかを、改めて感じさせる研究となった。

Ⅴ．今後の課題
本研究では保育者の絵本の読み聞かせの意識に焦点を当てており、実際の保育現場における読み聞か

せ場面の観察や、読み聞かせ前と後の幼児の変化などについては検討していない。保育者の読み聞かせの
意義と、実際の読み聞かせ場面の観察を縦断的に研究することで、集団における読み聞かせの効果をより明
確に示すことが出来ると考える。

そして、保育者を目指す学生達にも、絵本の読み聞かせに対しての学びを深めていくことが求められる。本
研究で検討した結果図をもとに、保育士養成のための実践的な授業へとつなげたい。
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ベトナム人日本語学習者の作文構成の考え方についての考察
中野　真一郎

・サマリー

日本語教育の作文の課題において「作文全体の構成」の組み立て方を教師はどのように指導す

べきか、また、その前提として、日本語学習者が作文の構成をどのように考えるかについて考察し

た。

ベトナム国内の大学生の日本語学習者に作文を書いてもらい、作文の文章構成の観点から日本

語母語話者の作文と比較・分析した。日本人とベトナム人の作文において大きく違いが出たのは、

「主張に関係ない情報」を日本人にくらべて多くのベトナム人が書いていること、書き出しに主張を

述べている作文がベトナム人は日本人の半分だったことであった。

ベトナムの大学生に初等中等教育でどのような作文指導を受けていたのかに関してインタビュー

したところ、ベトナムでは作文構成の論理的展開、内容の説得性より、全体的な文章のバランスと文

の美しさを重要視することが示唆された。このようなベトナムにおける作文指導のあり方は、ベトナム

人が日本語の作文を書くときも大きく影響を与えていると考えられる。

今後、このようなベトナム人の作文の構成の傾向を踏まえたうえで、日本語教育においてどのよう

に作文指導を行えばより効果的なのかについて検討することが重要であろう。

・キーワード

「日本語教育」「作文構成」「日本語の作文指導」「ベトナム人の作文」「ベトナムの国語教育」

1．本研究の目的
日本語学習者の作文指導において、語彙や文法の間違いは指摘できるが、全体の構成について指導する

ことは、教師にとって難しい。決まった型を教えてその通りに書くよう指導することはできるが、母語での作文
指導を受けてきた学習者にとって、異なる言語特有の文章構成を習得するのは容易ではない。それゆえ、本
研究では、日本語学習者の母語による作文の文章構成と日本語による作文の文章構成ではどのように異なっ
ているのか、また、母語の作文指導と日本語の作文指導はどこが異なっているのかを検討することにより、日
本語教育における効果的な作文指導について示唆を得ることを目的とした。具体的には、日本語学習者の作
文と日本人の作文の違いを文章構成の観点から比較分析し、その結果に基づいて、日本語学習者に作文を
指導する際、どのように指導していけば効率よく日本語の文章構成を理解し、適切に文章を産出できるかを
検討することを目的とした。

複数の国における日本語学習者の作文の文章構成を比較することができれば理想的であるが、多数の言
語の日本語学習者を対象とした研究を実施するのは容易ではないため、その第一歩として、本研究では、ま
ずは日本に多く居住するベトナム人の日本語学習者に焦点を当てて検討することにした。ただし、日本です
でに学習している留学生は日本の作文指導を受けており、母語の作文指導の影響のみを調査することが難
しいと判断したため、本研究では、ベトナム国内で日本語を学んでいる日本語学習者を対象とした。

2．本研究の分析対象
ベトナム国内の国立外国語大学の日本語学科の学生に「たばこについてのあなたの意見（たばこやその

広告を規制すべきだという意見と、反対にだれにもたばこを吸う権利があるはずだという意見があるが、あな
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たはどう思うか）」について作文を書いてもらい、同テーマについて書かれた日本人の作文と比較した。日本
語学科の学生はひらがなから学ぶ初級の1年生から、通訳翻訳の訓練を行う4年生まで在籍している。そのう
ち、1年生はまだ文章を論理的に展開できる日本語能力に達しておらず、4年生はすでに日本の作文構成に
ついて授業で学んでおりベトナムの母語においての作文指導の影響が表れない可能性がある。したがって、
本研究では、中級日本語の学習に入っている2年生と、中級から上級の学習をしている3年生を対象とした。2
年生100名、3年生101名の学生に、事前に同じ形式で別のテーマを用いた作文練習を行い、テーマを間違
わないように母語のベトナム語でフォローした後、日本人と同じテーマ「たばこについてのあなたの意見」で
作文を書いてもらった。本研究では、日本人44名の作文44編とベトナム人201名の作文201編を分析対象と
した。

3．本研究の方法
収集した各々の作文において、構成する内容（構成要素）を「主張」「意見に対する評価（反対意見への反

論）」「論拠」「詳述（例示、比較）」「詳述（反対意見への言及）」「主張に関係ない情報」「関係なし」の7つのカ
テゴリーに分類した。文単位ではなく、複数の文であっても同一カテゴリーの場合には一つの構成要素として
分類した。全体の文章構成を検討するため、これらのカテゴリーに属する構成要素が出現する順番について
も分析した。

日本人の作文とベトナム人の作文では、分析対象数が異なるため、各カテゴリーの出現頻度ではなく、出
現の割合で両者を比較した。

4．仮説
この研究をはじめるきっかけとなったのは、ベトナムの大学において、日本語の作文指導をする際、ベトナ

ム人の作文の傾向として、主張に関係ないことを書く作文が多いこと、作文の最初に意見を書かず途中まで
読まないと意見がわからないものが多いこと、テーマで問われていることに正確に答えずテーマを広くとらえ
てしまって結論がテーマとずれたものになってしまっている作文が多いことに気づいたことである。そこから、

「ベトナム人が作文に主張と関係ないことを書くのは、限られた時間の中であせってミスをしたのではなく、意
図的に書いているのではないか」「その意図というのは、作文の特定の箇所に主張に関係ないことを配置す
ることにより、全体的な構成を整えようとするものではないのか」「そして、その構成の考え方は、母語の作文指
導を受けるとき、教師から主張には直接関係ないがテーマに関連する知識や背景を特定の場所に書くことで
全体を構成するように指導されるのではないか」と仮説をたて、研究を進めていくことにした。

5．各項目の頻度の結果・考察
日本人とベトナム人の作文を分析した結果を表1に示す。両群とも90％近くの参加者が、「主張」「論拠」「詳

述（例示、比較）」について記述しており、「詳述（反対意見への言及）」については日本人が61％、ベトナム人
が46％と、少し日本人が多い程度であった。反対意見にふれた場合、「意見に対する評価」として反論してい
るのは、日本人は59％、ベトナム人は40％と少し差が出たが、この理由は後述する「ベトナムの作文指導にお
ける、反対意見に対する扱い」からだと考えられる。ベトナムでの意見文の作文指導では、反対意見に言及す
ればそれでよく、反論する必要がないというのがベトナム人へのインタビューで述べられており、その影響か
らベトナム人は反対意見への反論が日本人より少ないのではないかと考えられる。

もっとも大きく違いが出たのは「主張に関係ない情報」で、日本人が13％だったのに対し、ベトナム人は半
数以上の54％が記述していた。この「主張に関係ない情報」というのは、テーマの「たばこ」については関係し
ているが、自分の主張には関係なく、論拠や詳述にもなっていない記述であり、以下のようなものがあった。
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「最近、ますますたばこをすう人が増えていて、日本で問題になっています」「たばこは健康に悪いので、み
なさん、やめるべきです」「健康のため、たばこよりも運動したほうがいい」。

ベトナムの作文指導では、主張や論拠をストレートに記述するのではなく、関連知識などをちりばめるよう、
教えられる。主張や論拠の説得性や論理性よりも、文章全体が美しく整えられているかが重視されるのであ
る。その影響からか、冒頭ですぐ主張を述べる作文は少なく、主張から遠いところから書き始める作文が多く、
作文のまとめの部分においても、多くの日本人のように主張で終わらず、余韻を残すように「わたしたちは、た
ばこをやめて、たくさん運動をしましょう。みなさんはどう思いますか？」などのように、主張ではない形で終わ
っている作文が多かった。

表1
項目 日本人（44編） ベトナム人（201編）
A　主張 43（97．7％） 200（99．5％）
B　意見に対する評価 26（59．0％） 80（39．8％）
C　論拠 39（88．6％） 184（91．5％）
D　詳述（例示、比較） 41（93．2％） 191（95．0％）
E　詳述（反対意見への言及） 27（61．4％） 94（46．8％）
F　主張に関係ない情報 6（13．6％） 110（54．7％）
G　関係なし 0（0．0％） 7（3．5％）

6．書き出し項目の結果・考察
書き出しについては、日本人は70％以上の作文が「主張」から書き出しているのに対し、ベトナム人の65％

が書き出しが主張ではなかった。
ベトナム人の「書き出しが主張以外」の作文は131編であり、そのうち80％にあたる105編が Fの「主張に関

係ない情報」から書き出していた。
例をあげると、最初の段落に「現在の社会はたばこがだんだん、おとなだけでなく子供にまで人気が広がっ

ている。日本はその問題を受け取っていてたばこについての意見もいろいろあります。テーマのような（たばこ
を）ふせぐ意見とか、あるいはもう一つテーマののこった意見です、この二つの意見は社会の立つ意見かもし
れませんね。」とあり、このような部分を「F主張に関係ない情報」と分析した。

多かったのは「さいきん、日本ではたばこのことが問題となっている」といった書き出しだった。「きつえんは
しんこくな問題になっている」「今、アジアで、とくに日本ではたばこのことが問題になっています」などのパタ
ーンがあったが、おおむね「日本でたばこのことが問題になっている」という内容で、これはテーマの冒頭で
書かれていることであり、のちの自分の意見には直接関係しないだけでなく、喫煙の規制がテーマであるか
ら、テーマにも直結しているとはいえない。しかし、すぐに意見を書かずに、このように周辺知識から書き出す
パターンが多く見られた。

他には、「現在、たばこを吸う人が増えている」「今、みんなはたばこを吸うことに関心をもっています。いろい
ろな問題に影響を与えます」「たばこは世界中で大きな問題になっています」「げんざい、いろいろな人はたば
こを吸うことが好きです。どうしてなのかと思って、インターネットで調べました。その理由は、人々の体にいい気
持ちを持ってきて、ストレスを開放できますから、つかれるときやストレスすぎるときなど、たばこを吸うけいこう
があります」などのパターンがあった。

作文ではこのあとに「意見」や「論拠」が書かれているのだが、この冒頭の部分はそこにつながるものでは
なく、ただ問題が存在することや意見が複数あることを述べているだけだったり、現在の状況を説明するだけ
だったりするものである。これを、ベトナム人の作文の冒頭に書かれることが多い「作文の導入としての、自分
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の主張とはつながらない飾りのような部分」とした。この導入は、テーマの再記述であったり、自分の意見や
論拠とは直接関係ない知識であったり、テーマに対する個人的な感情であったり、わざと本論からはずれた
内容を意識的に書いているように読めることが多い。

ただし、日本の作文指導においても、このような主張には関係ない文をエッセイのように文章の枕として書
く指導もある。しかし、受験問題や就職試験などでよく出題される、テーマが明確で文字数が限定されている
ような意見文の場合は、普通は意見や論拠を冒頭からすぐに書き出し、主張に関係ないことは記載する必要
がないと指導することがほとんどだと思われる。

7．「主張」の初登場時の結果・考察
次に、主張が作文の中でどこで最初に出現するかを見ていきたい。
日本人の作文では、72％が書き出しに主張が述べられており、途中で出てきたものが16％、最後で出てき

たものが11％であった。
それに対して、ベトナム人の作文では、主張が最初に出てきたものは35％と日本人の半分であり、52％が

途中で主張が出てきている。最後に主張がでてきたのは12％と、これは日本人と同じくらいであった。
「4．仮説」「5．各項目の頻度の結果・考察」で述べたように、ベトナム人は主張を最初に書かないパターン

が多いが、それでも最後に主張が初めて出てくるのは10％強にすぎなかった。

8．テーマとずれた結論についての考察
テーマは「たばこに対する規制をしたほうがいいのか、しないほうがいいのか」であるのにもかかわらず、日

本人の10％弱が、そして、ベトナム人の作文の31％以上が「たばこに体によくないからやめるべきだ」という、
たばこを吸うべきか吸わないべきかについての意見になってしまっている。それらのベトナム人の作文を見て
みると、「たばこに対する規制は」という言及はほとんどの作文にあるので、日本語能力としてはテーマを理解
できているにもかかわらず、主張は異なったものになっている。

日本人の作文の一部にも、同じようにテーマとずれた結論で終わる作文は存在する。これは、限られた時
間でまとめなければならないという作文の課題のプレッシャーの中で、あせって書いているうちに混乱が生じ
て図らずもテーマがずれてしまったというパターンだと考えられ、当然それがベトナム人の作文にも生じる可
能性はあると考えるべきだろう。ベトナム人にとっては母語ではない分、その混乱も生じる可能性はより高いの
はしかたがないとも考えられる。

しかし、ベトナム人の31％というのは、ふだんの日本語能力、試験慣れを考えても多すぎるように思える。こ
れは、構成として間違った結果であるというより、ベトナムの作文指導が「内容の正確さ、論理的展開より、全
体として文学的な美しさのほうに力点を置いている」ためではないかと考えられる。

主張や論拠に関係がない「飾り言葉」が、日本人に比べて割合的に多いのも同様の理由からで、意見の説
得性よりも意見には関係ない知識をちりばめることで作文全体を「盛る」ことが、作文の作法として教えられた
と考えられる。

9．仮説との対比
調査開始前、ベトナム人の作文を数多く見てきた結果、次のような仮説を立てた。

「ベトナム人が作文に主張と関係ないことを書くのは、限られた時間の中であせってミスをしたのではなく、
意図的に書いているのではないか」「その意図というのは、作文の特定の箇所に主張に関係ないことを配置
することにより、全体的な構成を整えようとするものではないのか」「そして、その構成の考え方は、母語の作文
指導を受けるとき、教師から主張には直接関係ないがテーマに関連する知識や背景を特定の場所に書くこと
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で全体を構成するように指導されるのではないか」
この仮説に対して、結果と比較して考察していく。
まず、「ベトナム人が作文に主張と関係ないことを書くのは、限られた時間の中であせってミスをしたのでは

なく、意図的に書いているのではないか」という仮説については、日本人が主張に関係ないことを書いたのは
13．6％に対し、ベトナム人は54．7％と、その差が大きく出た。半数以上のベトナム人が主張に関係ないことを
書いている。これは、彼らの日本語能力が意見文の作文を書くのに十分なものであること、事前に同じような
形式の作文を練習として書いていること、また、成績を決める定期試験ではなくあくまでも作文の授業の課題
として書かせていることから緊張したり慌てる必要があまりないことなどの要素を考慮しても、ミスによって書
いてしまったと考えるのは無理があるだろう。日本人が13％と少ないことを考えても、意識して、あえて主張に
関係ないことを書いた学生が多かったと考えるのが自然だと思われる。

次に、「その意図というのは、作文の特定の箇所に主張に関係ないことを配置することにより、全体的な構
成を整えようとするものではないのか」という仮説について考察していく。日本人は、70％が作文の書き出しで
主張を書いているのに対し、ベトナム人は35％近くが主張に関係ないことを書き出しで書いている。また、ベト
ナム人の52％が、書き出しでも最後でもなく、途中に主張が登場している。このことから、ベトナム人の半分以
上が、作文の真ん中に主張を書き、最初と最後は主張ではないことを書いていることになる。このことから、ベ
トナム人が意図的に作文の中央に主張を置き、全体の構成のバランスをとっていると考えることもできるだろ
う。しかし、ただ単に「作文の最初に主張を書くべきではなく、主張以外のことから始めるべきである」という指
導からこのような結果になったとも考えることができる。全体の構成のバランスを考えてこういう形になったの
か、作文の最初だけを意識した結果なのかは、今回の調査から判断することは難しい。ひとつ言えることは、
作文のはじめに主張を書いたベトナム人が35％に過ぎなかったことから、少なくとも最初に主張を意識的に
書かないように考えるベトナム人が多いことは認められる。

最後に、「そして、その構成の考え方は、母語の作文指導を受けるとき、教師から主張には直接関係ないが
テーマに関連する知識や背景を特定の場所に書くことで全体を構成するように指導されるのではないか」と
いう仮説について考察していきたい。

これは、瓦井（2018）と、著者がベトナム人に行ったインタビューに基づいて考察していく。それらによると、
ベトナムの作文指導、特に意見文についての指導はあまり構成について指導することは少ないようだ。日本
の国語の科目に相当する文学という授業において指導に重点が置かれるのは、ある文学作品について、作
品背景や著者の情報などを組み込みつつ模範的な解釈を書く訓練である。つまり、この作品について述べよ
という課題に対し、ただ自分の感想を書いていくのでは高い評価を得ることはできず、教師によって教えられた

「正しい」解釈に、時代、著者のバックグラウンド、他作品との関連性など、解釈そのものではない知識をちりば
める作文が高い評価を得るといえる。

そのような作文指導を主に受けてきたベトナム人にとって、作文とは、与えられた課題にストレートに答える
ものではなく、メインの主張以外の情報をちりばめながら展開していくものであると考えるのが自然であり、意
見文も同じように主張以外の部分で飾りながら構成していく傾向になると考えられる。

また、仮説では考えていなかった、「結論がテーマと異なる主張になってしまう」という分析結果も興味深い
ものであった。日本人の90％以上が、テーマであるたばこの規制についての意見を主張として書いている
が、ベトナム人はそのテーマに対する意見は70％に満たなかった。たばこに関して述べているが、規制うんぬ
んではなく喫煙そのものについての意見で終わっている作文が30％を超えている。これは、どういう理由から
なのだろうか。考えられるのは、初等中等教育の文学の授業の中で意見文の書き方をあまり時間をとって指
導していないこと、重点的に指導する文学作品解釈はあくまで解釈であるから、課題テーマに対して正確に
答えているかどうかは細かく考えずに作文を書いてきたこと、などの理由である。



明星大学通信制大学院紀要 VOL.24（2025.2）

16

さらに、その文学作品の解釈についても、教師が指導した解釈を覚えて答案に展開することが大切と考え
られているため、自分自身で意見を考えて書くより、いい意見とされている意見を書くことが高い評価につな
がることも関係があるのではないか。喫煙そのものについての意見（たばこは体によくないからやめるべきだ、
など）は多くの人が認める意見であり、誰もそこに反論できない。批判や反論を受けるかもしれない自分の意
見より、テーマとはずれるが、一般的に強い意見を書いてしまうのは、このためかもしれない。この、テーマと
異なる結論に至る問題については、今後、さらに分析の必要があると考えられる。

10．今後の課題
以上のように、ベトナム人の作文の構成の考え方について、調査に基づき、考察した。
ベトナム人は、大学受験対策として教えられた、文学作品を周辺知識などのさまざまな情報を入れつつ、教

師の説明した意見を書くことが高い評価を得る。ここから、意見文についても、その課題そのものではなく、周
辺知識、一般知識などで作文を書き出し、途中で主張を書くという構成になりやすい。さらに、自分で考えた
意見を強く主張するより、テーマとはずれたとしても一般的な意見を書く傾向にあるため、課題と異なる主張
になってしまう傾向がある。このように、日本人が受けてきた意見文の構成とは大きく異なる指導を受けてきた
影響から、同じテーマに対し、ベトナム人の構成の傾向は異なった特徴を持つものが多い。

ベトナムでの作文指導では、構成の論理的展開、内容の説得性など日本人が作文で重要視する要素より、
全体的な文章のバランスと文の美しさを重要視する傾向が強いようだ。論理に関係ない事実で形を整え、多
少テーマと結論が変わったとしても、そこはあまり深く追求されることはなく、それよりも文章全体の形を重視
する作文指導といえる。その書き方で教育を受けたベトナム人は、日本語の作文を書くときもそのような書き方
に影響を受けてしまう。

今後の課題としては、このようなベトナム人の作文の構成の傾向を踏まえて、ではどのように作文指導を行
えばより効果的なのかを検討していく必要があるだろう。なぜ、意見と関係ない情報だけの部分は書かない
方がいいのか、なぜ反対意見に触れるだけではなく反論する必要があるのか。こういった説明をしながら作
文指導していくことで、ベトナム人の日本語学習者も日本語の作文の書き方の理解がより理解しやすくなると
思われる。

また、今回はベトナム1国だけの作文指導について調査し、母国の作文教育が日本語の作文を書くときにも
大きな影響があることが示唆された。このことから、日本語を学習する人が多い他の国についても、同じように
母語の作文教育が日本語の作文にも影響を与える可能性が高いと考えられる。今後、たとえば日本への留学
生が多い韓国、中国、ネパール、台湾、インドネシア、バングラディッシュなどの人々の作文の文章構成や学校
における作文指導についても調べてみる価値はあるだろう。韓国や中国や台湾は日本の作文指導に近いも
のがあるかもしれないが、ネパールやバングラディッシュになると、ベトナム以上に日本とは違いが大きい可能
性が高い。それぞれの国の作文指導を分析し、比較することで、新たな気づきもあるだろう。また、それぞれの
国の学習者に合った作文指導、その教材づくりにも寄与できると考えられる。
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生態学理論を用いた重度重複障害児の家族と 
他職種との連続性ある支援 
〜中堅教師へのインタビューを通して〜

佐藤　文哉

サマリー

肢体不自由教育は、約90％の児童生徒が重複障害児で障害の重度化がすすむ。教育、医療、福

祉等の関係機関が連携して障害のある児童生徒の社会参加を目指しているが、その具体的な実践

報告は数少ない。そこで本研究では肢体不自由教育で重度重複障害児の指導に携わる中堅教師

が子どもの学校生活や家庭生活を充実させるために重度重複障害児の家族と他職種との連携や

調整を図り、連続性のある支援を行うために取り組んだことについて中堅教師にインタビューを行な

った。そして連続性のある支援を明らかにすることを目的とした。その結果、連続性ある支援には「人

の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援する」、「信頼関係構築の過程を意識する」、「時間の

流れを意識しながら行うこと」ことが明らかになった。重度重複障害児を支える家族と他職種が歩み

寄り、温かなネットワークで支援が行われれば、重度重複障害児との間に豊かな人間関係を生み出

し、人生の仲間として共生できると推察した。

キーワード　　重度重複障害児　　生態学理論　　家族と他職種　　連続性ある支援

Ⅰ　研究の背景と目的
1　言葉の定義
⑴重度重複障害児

文部省（1975）は重度の知的障害があり、言語での要求を伝えることが難しく、日常的に介助や見守りを必
要とする者を重度重複障害児としているが、この定義では知的障害と併せ有する障害種が広範囲になる。福
祉では、児童福祉法第7条第2項で、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を重度重
複障害児と表す。近年は医療的ケアを必要とする児童生徒、実施されるケアの増加が見られる。本研究では
児童福祉法の定義を参考に、重度の知的障害と肢体不自由があり、場合によって医療的ケアを必要とする児
を重度重複障害児と定義した。
⑵他職種

中央教育審議会（2012）「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進（報告）〜」では、障害のある児童生徒の自立と社会参加に向けて医療、保健、福祉、労働等の関
係機関との連携が欠かせない。本研究では調査を進める中で学校以外の関係機関だけでなく、教師間の連
携に触れる語りも得られた。そこで本研究における他職種は学校の教師、主治医、看護師、PT・OT・ST、心
理士、デイサービス職員と定義した。 

2　研究の目的と背景
文部科学省（2022）「特別支援教育資料令和3年度調査」3）によると特別支援学校肢体不自由教育部門を

設置する学校は354校（分校含まない）、児童生徒は30，456人が在籍する。このうち、27，454人は肢体不自
由だけでなく、知的障害等の障害を併せ持つ重複障害児で、重複障害率は約90％である。

中央教育審議会（2012）「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援
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教育の推進（報告）〜」は、障害のある子どもがその能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するこ
とができるよう医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が
受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要と述べる。具体的には個別の教育支援計
画を作成し障害のある児童生徒の社会参加をすすめている。特別支援教育総合研究所（2021）の調査によ
ると個別の教育支援計画が、本人や保護者と話し合う場を設定し内容を共有しているが631件、関係機関と
連携して就学、進学、就労等を支援する際に活用しているが、523件と活用されていることがうかがえる。一方
で、校内での他職種連携によって対応している現状が多いことも示す。他職種との連携に関する取り組み事
例は、劔物・平田（2022）の肢体不自由特別支援学校が関係機関との連携、調整、情報提供で中心的な役割
を果たした実践報告と数少ない。看護の分野では、重度重複障害児の訪問看護を行うにあたり家族や他職
種との連携の必要性が述べられる。教育分野においても家族や他職種との連携に関する研究を積み重ねる
必要がある。そこで本研究は、肢体不自由教育で重度重複障害児の指導に携わる中堅教師が子どもの学校
生活や家庭生活を充実させるために重度重複障害児の家族と他職種との間で取り組んだことを教師にイン
タビューした。分析を通して連続性ある支援を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ　研究の対象と方法
本研究での研究対象は肢体不自由特別支援学校で4年以上の勤務経験がある中堅教師3名である。中堅

教師の定義は、東京都教育委員会の「東京都公立学校の校長・副校長及び教員の資質向上に関する指標」
で「伸長期」に入っている教師で、加えて肢体不自由教育で重度重複障害児の指導を4年以上経験した者と
した。

中堅教師3名には半構造化インタビューを実施した。インタビュー時間は60分以内とし、20××年8月に実施
した。インタビューを実施するにあたり事前に音声データの録音に同意をもらった。主な質問は、重度重複障
害児の実態把握、他職種との連携で工夫したこと等である。インタビューの録音は、文字起こしを行い、聞き取
り内容に齟齬がないか協力者の中堅教師らに確認した。インタビューからエピソードを作成した。エピソード
の分類と分析はブロンフェンブレンナーの提唱した生態学理論の定義、仮説を用いた。まず、エピソードの中
から連携した相手を見つけマイクロシステム、メゾシステム、エクソシステム、ミクロシステムのどの段階と関連
するか検討を行った。次に中堅教師らがとった行動が仮説と関連するか検討した。その後、仮説を基準に中
堅教師らの取り組みを振り分け、分析を行った。分析にあたっては指導教員及び質的研究を専門とする研究
者の助言を受け信頼性・妥当性を確保するように努めた。倫理的な配慮については、本研究は明星大学教
育学研究科倫理審査委員会の承認を受けた。

Ⅲ　結果と考察
表1　中堅教師Aの語り

中
堅
教
師
Ａ

生活上の課題については、ご両親が共働きなので、そのあたりのところというか、余暇の時、どうされ
てるのかとか、やっぱり寝たきりになっているので褥瘡がすごくひどいケースだったから、もうご両親が
いないときに、お休みになったときには、寝たきりになっていって悪化したりとか。そういうところの課題
を普段、お勤めしてらっしゃる親御さんにどういうふうにして伝えて、解決していったらいいのかってい
うのは、親との信頼関係を築いてからじゃないと、本音の部分が引き出せなかったので、そういうとこ
ろの保護者連携のところには、すごく気を遣ってやっていたかなって思います。

〈考察〉中堅教師 A は家族との関わりをもった。重度重複障害児のマイクロシステムに介入している。同時に
中堅教師Aは家族との連携を図って家庭での過ごし方、健康面のケアの仕方について聞き取りを行い、課題
把握していることからメゾシステムも構築している。

「どういうふうに伝えて」、「本音の部分」には家族との信頼関係を構築を模索する様子がうかがえる。これは
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観察的二者関係の行動と関連する。語りでは中堅教師 Aと家族は共同活動的二者関係まで至っていない。
しかし今後、「本音の部分」を語られるようになれば、重度重複障害児の発達や生活に影響する関係になる可
能性がある。つまり、本音の部分を聞き出すために、相手の言葉を受け止め、気持ちに寄り添うような言動が
関係作りには重要になる。また、「余暇の時、どうされてるのか」、「もうご両親がいないときに、お休みになった
ときには、寝たきりになっていって悪化したりとか」といった重度重複障害児の過ごし方や健康面のケアに関
する情報交換から学校と家庭の役割調整が行われ、さらに他職種とも役割調整が行われ、信頼が高まれば、
発達や支援の質を高める可能性があると推測した。

その他の中堅教師らからも家族、医療機関や放課後等デイサービスを訪問し学校での過ごし方の違い、安
全が守られているか、各場面の人間関係の観察といった語りが得られた。

表2　中堅教師Cの語り

中
堅
教
師
Ｃ

個別の教育支援計画の様式を見ると、「関係機関はこれで、この人の連絡先はこうですよ」っていうの
が書いてある。「だけ」っていうとあれですけど、「そこの重み付け」はわからないじゃないですか。その
人にとって「ここの位置づけってすごい大事だよね。」っていうのは。あんまりはっきりはしてないのか
なと思うんです。その地区のその子の保健師さんとか担当者とかっていうふうに書くところはあるけ
ど、そこじゃなくって別のところに、お母さんはよく繋がって、その人に結構相談したりして、自分の子供
を育てていくっていうふうにしている人も多分いるとは思うんですね。

〈考察〉「別のところに、お母さんはよく繋がって、その人に結構相談したりして」は、個別の教育支援計画には
記載していない機関で重度重複障害児の発達や支援で頼りにしている他職種がいるか注意を向けている。
現状の関係機関のネットワークに満足せず、重度重複障害児の家族が繋がる強固な人間関係を探したり、発
達の促進や支援を妨げる状況がないか適宜確認したりすることが重要と推測した。

表3　中堅教師Bの語り

中
堅
教
師
Ｂ

訪問看護師さんが結構、医療的ケアのことかを、やっぱ一番見ているし、訪問看護師さんが、一番そこ
ら辺把握していると思うんだけど、一番話すチャンスがないですね。さっきの見学っていっても大体は
そうすると、療育センターの PT・0T の見学ってなパターンが多くて、家庭内に入っているPTとかを、
逆に見学にチャンスは意外とないですね。そこはもうちょっとあった方がいいのかも知れないなと思い
ます。家庭に入る支援に訪問看護ステーションってのが一つあるけど、往診も主になってきているでし
ょ。主治医訪問って言うと、やっぱりD 医療病院の〇〇先生とか、あのE 医療病院の〇〇先生とかに
なるんだけど、一番実は、ちょいちょい見に来ているのは、家にきて往診するG 病院だったりするけど、
往診する医師と会う機会ってあんまりないな。やっぱ病院に行かないから。だから多様化している地
域医療になってきているんだけど、その家庭の中に入り込んでる「一番食い込んだ人たち」と教員はち
ょっと接点がまだ少ないかな。

〈考察〉中堅教師Bはまだ関係性を作れていない「訪問看護」や「往診する医師」と連携をはかり、情報交換で
きるようにしたい。これは重度重複障害児のマイクロシステムとメゾシステムへの介入を検討している。「接点」
とあるように訪問看護と連携することは、現状の関係機関のネットワークに満足せずに、関係性が深まってい
ない機関と接点を持つことは重度重複障害児を取り巻く他職種がどのような影響を与えているか把握する機
会になる。関係性が深まり連携が取れれば、情報が断片的にならずに共有され、より良い発達や支援になる
と推測した。
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表4　中堅教師Aの語り

中
堅
教
師
Ａ

その看取りとか子供の実態の把握の仕方によって、すごくそこで感じたのは、進路が変わってくるじゃ
ないですか。先に言えば。私は高等部にいたのでそこの話し合いをちゃんとしておかないと。教員が
考えている進路と本人の考えている進路と、医療関係者の考えている進路と差異がある場合もあるか
ら。リハビリテーションセンターとの併設した学校の自立活動っていうのは、どちらかというと、医療の
方に委ねていたんですよ。特設自立活動の部分は、医療機関が担っていて、えっと学校の方はもう教
育活動に焦点を当てていくっていう流れの中で。やっぱり毎月ケース会っていうのがあって、意見交
換する場面がある。ただやっぱりケース会のときにはどちらかというと、医療主導になったりする部分
もあるので、本当に解決したい場合ね。そこを共通理解したい場合に私は ICFをすごく取り入れて、
ケース会を実践してきた。

筆
者

その子の生活上の課題っていうところを、学校としては伝えながらリハの方にも協力していただきなが
ら生活を作っていく、そういう形になる。

中
堅
教
師
Ａ

そのときにやっぱり考え方が違うでしょ。だからそれを口頭だけでやり取りするのは結構厳しい。だか
ら何がしかのツールを使って、課題をちょっと明確にしていく。今後の、その本人の今後の方向性に関
して確認する、それにはやっぱりツールってのは有効。

〈考察〉中堅教師Aは、リハビリテーション病院から学校に通う重度重複障害児が生活を送る病院と関わった
ことから定義2マイクロシステムに介入している。また学校と病院の間で重度重複障害児のことを打ち合わせ
しているから定義3メゾシステムに介入している。

「看取り」、「実態把握の仕方」、「課題をちょっと明確にするといった」言葉はそれぞれが取り組む指導や支
援を調整する様子がうかがえる。指導の主導権を医療に委ねている語りがある。これは仮説11共同活動的二
者関係が崩れる可能性を語ったと推測した。このことから重度重複障害児に対する共通認識を明確にしない
で、それぞれの職種が一方的に重度重複障害児に働きかけることは、望ましい発達を促さなかったり、重度重
複障害児にとって良い支援にならなかったりする可能性がある。逆に、ケース会で「看取り」や「実態把握の仕
方の足並みを揃え」といった課題を共有することは、行動場面間の歩み寄りを設定したと言える。学校と病院
といった他職種の間で共通認識を持つことにより、関わり方が調整されると発達を促したり、支援を充実させ
たりすることになると推測した。

その他の中堅教師らからも主治医、看護師、放課後等デイサービス、心理士、学校の同僚との間で指導・助
言をもらったり、役割調整をしたり、引き継ぎをしたりなど語りが得られた。
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表5　中堅教師Aの語り
中
堅
教
師
Ａ

キャリアの中ですごい大事なのは、「本人の願いだ」って言われて、その願いをどう導くかっていうとこ
ろでは、重度重複の場合にはすごい難しいって。でも、その願いが見出されていくと、それを目標にし
て、行くことができて、ゴールがわかった、それをゴールと捉えたとしたら、それに向けての同じベクト
ルに向けて進めることができる。だから多分願いは、中核なんだって言われると思う。

筆
者

お互いの考えていることをもっと話し合ったりとかしたりとか、将来について語っていくっていうことが、
その重度の子たちの組織、連続した支援というものは、進んでいくのかな

中
堅
教
師
Ａ

だから、話し合いのときにやっぱりツールが一つ要ると思うんですよ。いろんなツールがあると思うん
ですけど、一つ ICFであったり、PATHであったり、また何か違うものがあると思うけど。そういうもの
で、このなんていうの、時間のない日、日々忙しく、いろんな業務に追われているところで、解決できる
ことになるのかなって。なんか重度重複障害児の担任をした時、チームワークがあってすごいよかった
です。勤めていた地域は、すごい人権教育盛んだったんですよ。子どもを見るときに、1人1人の心の中
にある差別感とかさ、あるじゃないですか。そこに向き合わないと、本当のところにたどり着かないって
いうのがあって、そういう話もね、すごいしたベースがありますよね。だから、だってどんなに「障害が重
くたって1人の人間」であって、その中の権利もあるわけじゃない。だからそういう意識を持って子供に
接していかないと、見えないものがあると思う。

〈考察〉 中堅教師Aの語りから得られた「願いをどう導くのか」の言葉は重度重複障害児の長い人生が主体
的で送るために重要な視点である。中堅教師Aは家族、学校、病院と重度重複障害児の生活する場面と連携
を持った。重度重複障害児の本当に考えていることを共有することは困難なことである。しかし「障害が重くた
って1人の人間」である。学校と病院の間で将来を見据えた取り組みや新しい環境での生活を一緒になって
本人のより将来を検討し、移行に向けて整えることで、発達の促進や生活の充実につながるのではないか。

その他にも重度重複障害児や家族が地域とのつながりが絶たれないように支援の情報提供や資料を渡
すなどの語りが得られた。

Ⅵ　総合考察
本研究では3名の中堅教師にインタビューを行い、ブロンフェンブレンナーの生態学理論にある仮説、定義

と照らし合わせ分析した。結果から「人の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援する」、「信頼関係構築
の過程を意識する」、「時間の流れを意識しながら行うこと」をもつことが連続性ある支援を行う上で重要と推
察した。

人の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援する
人の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援するでは、4つの視点が得られた。
第1の視点は「重度重複障害児に関する理解や態度への注目」である。中堅教師は、活動場面間の人間関

係、学校との活動内容の違い、重度重複障害児の様子を学校場面と比較するといった様々な観点を持って
家族や他職種と関わり、実態把握していた。そこには家族、他職種と一緒になって重度重複障害児の将来や
卒業後を一緒に考えていけるか確認していたと推測する。重度重複障害児の発達や生活上の課題を本人の
問題として捉えるのでなく、環境からの影響もあると考え、各生活場面に踏み込み、その場の強みや課題を把
握することは連続した支援への糸口になる。

第2の視点は「繋がり続ける」である。中堅教師らは、重度重複障害児を支えるネットワーク、目に見えない繋
がりの有無に注目していた。インタビューでは訪問診療や訪問看護を受ける機会が増え、サービスの拡充が
逆に繋がりにくくなっていると課題ではないかと推測した中堅教師がいた。そこで関係性が深まっていない訪
問看護や往診する医師と接点を持とうとした。また、個別の教育支援計画に記載される関係機関について確
認するだけでなく、保護者が最も信頼している人や機関の存在に注目した中堅教師もいた。社会は様々なサ



明星大学通信制大学院紀要 VOL.24（2025.2）

24

ービスが受けやすくなり、支援者が増えてきている。重度重複障害児が通う学校や家庭といった単一な場面、
よく利用する他職種の活動場面に目を向けるのでなく、さらにその活動場面を支える人間関係が影響を与え
ていることも意識することで連続した支援を行うには重要である。

第3の視点は、「関わり方の調整」である。中央教育審議会（2015）「チームとしての学校のあり方と今後の
改善方策について（答申）」では教師と多様な専門職が連携・協働し、学校の抱える問題を解決していくこと
が示された。近年、学校を支える「コンサルテーション」に関する研究が増えている。コンサルテーションとは

「異なる専門性をもつ複数の者が，援助対象である問題状況について検討し，よりよい援助のあり方について
話し合うプロセス」である。濱田・笹田（2023）は「職層間の専門性における共通点と相違点があること」を踏ま
えて、共通認識の形成を踏んでいくことで指導の充実が図れると述べる。本研究では、先行研究と同様に他
職種からの言葉を受け止め、重度重複障害児の活動を妨げない活動が模索されていた。教師は家族や他職
種の立場に立って言葉を受け止め、関わり方の提案を行い、重度重複障害児への指導や支援を調整するこ
とが重要である。

第4の視点は、「将来を見据えた視点」を持つことである。藤原・相原（2019）によると母親は「同年代の人と
も関わりをもって生活してほしい」願いがあることを報告する。人との繋がりが絶たれない視点が必要である。
一木（2014）は、「保護者は、意思の表出や人と関わる力等を学校教育の成果として指摘した一方で、介助時
に必要な姿勢保持を要望又は希望にあげ、在学時の身体面の指導において学校卒業後の視点が不十分で
あった」と述べる。つまり、重度重複障害児、保護者ともに歳をとると日常生活に支障が生じることを想定した
情報提供や助言が必要である。本研究では、障害があっても1人の人間として本人の願いに想いを巡らせる、
家族を含めた支援、地域で困らずに生活できるように情報提供するなどの具体的な関わりについて語られ
た。これらは先行研究の具体的なアプローチとも言える。以上のことから少し先の将来を見据えた視点を持っ
て重度重複障害児の家族と他職種との関わることが重要である。

信頼関係構築の過程を意識する
本研究ではエピソードをブロンフェンブレンナーの生態学理論にある定義、仮説と照らし併せて分析する

中で重度重複障害児の家族や他職種との信頼関係が築かれること連続性ある支援を行う上で重要と考え
た。エピソードの中には「自己開示」、「相手の言葉を受け止める」、「信頼関係を築いてからじゃないと本音の
部分が引き出せなかった」などの語りが得られた。ブロンフェンブレンナーは定義13で二者関係には「観察的
二者関係」、「共同活動的二者関係」、「基本的二者関係」と具体的に変化の過程をまとめた。重度重複障害
児の家族、他職種の本音の部分はいつ語られるかわからない。教師は、「目の前にいる相手が自分に対して
どんな気持ちを持っているのか、注意を向けているのか、気持ちを一つにして同じ目標に取り組めているか」、
全てのエピソードで相手との信頼関係の構築の過程を意識して支援することが必要である。教師は重度重複
障害児を支えるネットワークの「一員として」の視点を忘れずに相手との信頼関係を作る姿勢で望めば家族と
他職種とより良い関係で繋がることができると考える。

時間の流れを意識した支援
ここまで「人の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援する」、「信頼関係構築の過程を意識する」こと

について述べてきたが、これらは連動して動くことが重要と推察した。佐々木（2021）は、発達の遅れが気にな
る就学前の子どもをもつ保護者への切れ目のない支援について研究をした。その中でブロンフェンブレンナ
ーの生態学理論を用い、支援を過去、現在、未来の区分で表す「生態学的時系列モデル」を示した。本研究
は、佐々木の支援モデルを参考と「肢体不自由教育における連続性ある支援を行うための生態学的時系列
モデル」（図1）と解説（表3）作成した。
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本研究における生態学的時系列モデルの時間軸は、「担任として受け持ったはじめの時」、「担任として関
わりを深めていく時」、「担任としての役割を終える時」の3つの区分で分け、各区分で行われる取り組みは、

「重度重複障害児を支える背景への注目」と「信頼関係構築の過程を意識する」の2つで構成した。
「担任として受け持ったはじめの時」は教師が重度重複障害児とその家族、他職種と初めて顔を合わせ、

信頼構築に向けて観察的二者関係から共同活動的二者関係に移行できるように働きかける段階とした。その
後の「担任として関わりを深めていく時」では、教師が重度重複障害児の家族と他職種の間で、重度重複障
害児のために支え合う共同活動的二者関係が構築された頃とし、児について共有し、活動を調整する段階と
した。最後の「担任としての役割を終える時」では、重度重複障害児の家族と他職種と一緒になって育ててき
た関係を新担任や卒業する重度重複障害児を受け入れる関係機関に引き継ぎ、連続した支援が続くように
移行する。
「人の背景を捉えながら、関係性を深めながら支援する」の枠組は、「信頼関係の構築の過程」の時間的な

流れと関係性の変化を踏まえた取り組みを行うことが重要である。「担任として受け持ったはじめの時」の時
期は、家庭や放課後等デイサービス、医療機関、療育機関を訪問して、学校での姿を観点に、様子の違いを
確認したり、学校生活に活かせる情報を収集したりする。さらに一緒に過ごす人との関係性、人的、物的環境
等にも注目し、重度重複障害児を支える背景を検討する。
「担任として関わりを深めていく時」では、他職種と重度重複障害児の願いや家族の状況を共有し今後の

支援を想定したり、活動を調整したりする。家族の声には日頃から話に耳を傾け、ニーズを把握に努め、まだ
繋がっていない他職種との関わりを広げたり、深めたりできるようにする。また重度重複障害児の日頃の変化
を共有しながら学校卒業後に向けた話を行い、進路に向けたイメージを持てるように支援する。「担任として
の役割を終える時の取り組み」では後任の教師や関係機関が重度重複障害児とその家族、他職種との関係
が引き続き保てるようにする。加えて重度重複障害児とその家族が地域社会に参加できるようにする。

肢体不自由教育における連続性ある支援を生態学的時系列モデルに示すことで、重度重複障害児の家
族と他職種に対して信頼関係構築の過程を意識して具体的な取り組みが検討できる。重度重複障害児を支
える家族と他職種が寄り添い、温かなネットワークで支援が行われれば、重度重複障害児との間に豊かな人
間関係を生み出し、人生の仲間として共生できると考えた。
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図１ 「肢体不自由教育における連続性ある支援を行うための生態学的時系列モデル」 図1　「肢体不自由教育における連続性ある支援を行うための生態学的時系列モデル」
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表6　「肢体不自由教育における連続性ある支援を行うための生態学的時系列モデル解説」
「担任として受け持ったはじめの時」「担任として関わりを深めていく時」 「担任としての役割を終える時」

信
頼
関
係
の
構
築
の
過
程

　教師は重度重複障害児だけでな
く、家族や生活を支える他職種とこれ
から関係を作っていく必要のある段
階。
　観察的二者関係から共同活動的
二者関係に移行できることを意識し
た関わり機会を設定する。

　徐々に重度重複障害児の家族と
他職種との繋がりが構築されはじ
め、教師のことが認知され共同活動
的二者関係になってきた段階。重度
重複障害児の発達や支援が充実す
るように発信し、調整する。

　これまで構築した関係を後任の教
師に引き継ぎ、重度重複障害児と家
族をはじめ関係が引き続き保てるよ
うにする。
　学校卒業を見据えた生徒であれ
ば地域生活に参加できるように調整
する。

人
の
背
景
を
捉
え
な
が
ら
︑関
係
性
を
深
め
な
が
ら
支
援
す
る

　家庭や放課後等デイサービス、医
療機関、療育機関を訪問する。重度
重複障害児の学校での姿を比較検
討の観点にして、児に関わる情報交
換をしたり、困りごとを把握したりす
る。さらに一緒に過ごす人との関係
性、人的物的環境等にも注目する。

　得られた情報をもとに重度重複障
害児の強みや弱みの根源がどこか
ら来るか多角的に考える。

　教師自身が重度重複障害児と関
わる中で、家族や他職種と繋がり感
じたこと、知ったことを整理し、児にと
っての教育とは何か、将来に活かせ
ることは何かを整理し、発信できるよ
うにする（各時期で共通）。

　家庭以外の他職種とは学校が保
護者から得ている情報や学校での取
り組みを共有し、生活が広げられるよ
うに調整する。
　他職種からの相談事がある場合
は、重度重複障害者の過ごす場所
や場面を想定しながら聞き取り助言
をする。必要に応じて違う他職種とも
連携して調整する。

　家族のニーズや想いは、家庭、関
係機関、親しい保護者との関係、社
会状況の影響を受けて変わることか
ら連絡帳や対面でのやり取りに注目
し、繋がれてない他職種との関わり
を広げたり、深めたりできるようにす
る。

　家庭には重度重複障害児の日頃
の変化を共有しながら学校卒業後に
向けた話を行い、進路に向けたイメ
ージを持てるように支援する。

　たとえ言葉はなくとも一人の人間と
して重度重複障害児の願いは何か
他職種で話し合い、願いについて膨
らませ、各行動場面での活動を調整
する。その際、家族や他職種の意欲、
環境など教師自身が把握した情報を
もとにしながら調整する。

　教師自身が重度重複障害児と関
わる中で、家族や他職種と繋がり感
じたこと、知ったことを整理し、児にと
っての教育とは何か、将来に活かせ
ることは何かを整理し、発信できるよ
うにする（各時期で共通）。

　後任の担任や地域生活で重度重
複障害児を支える関係者に対して学
校、担任がもつ重度重複障害児に関
する情報を、ネットワークを引き継ぎ、
指導や活動を組み立てたり、家族や
他職種と関わるときに活かせるように
していく。

　学校卒業を見据えた生徒に関して
は地域生活に主体的に参加していけ
るように「移行支援計画」を作成して
渡すだけでなく、家族の実態に応じ
て使いやすいものを作成したり、求
めに応じて必要な情報提供をする。

　移行した教師自身も経験を活かし
て後方支援をする。

　教師自身が重度重複障害児と関
わる中で、家族や他職種と繋がり感
じたこと、知ったことを整理し、児にと
っての教育とは何か、将来に活かせ
ることは何かを整理し、発信できるよ
うにする（各時期で共通）。
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6　今後の課題
本研究を通して「人の背景を捉えながら支援する」、「信頼関係構築の過程を意識する」、「時間の流れを意

識した支援」をもつことが連続性ある支援を行う上で重要と示唆された。しかし、これは教師側の視点で、重
度重複障害児の家族をはじめ他職種には聞き取りできなかった。そこで今後は、重度重複障害児の家族をは
じめ他職種を対象に連続した支援を行うために重要なことは何か調査を重ね、本研究と統合させ連続性ある
支援を一層充実させることを課題としたい。

付記
本論文は明星大学教育学研究科「修士論文生態学理論を用いた重度重複障害児の家族と他職種との連

続性ある支援〜中堅教師へのインタビューを通して〜」の一部を改変し作成したものである。

謝辞
本研究を行うにあたって調査に協力してくださった中堅教師の3名の方々に御礼申し上げます。修士論文

作成にあたって御指導・御助言を賜った星山麻木先生、結果の読み合わせ、修士論文の書き方等で相談に
のってくださった仲間たちに感謝申し上げます。
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・厚生労働省，「児童福祉法」，1948
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・�一木薫・池田彩乃・青木麻由美・安藤隆男「特別支援学校（肢体不自由）卒業生の生活の実態と保護者の学校教育に対する評

価」，『特殊教育学研究』，52（2），2014，P85-95
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保育・幼児教育施設における保育研修の課題に関する研究 
―性別違和のある人のライフストーリー研究から考える―

笠原　栄希

1，研究背景と目的
⑴　研究背景

近年、子育ては父親と母親が協働するものだという考えが一般的となり、子育ては母親が担うものという意
識が変わりつつある。また、性自認や性的指向、性表現が割り当てられた性別とは異なるセクシャル・マイノリ
ティについても、大きな転換期を迎えている。LGBT理解増進法や当事者等、マスメディアや SNS等でも目に
する機会が増えてきている。保育園・幼稚園・こども園は多くの家庭にとって、最初に出会う子育ての専門機
関である。様々な家庭に関わる専門家として、セクシャル・マイノリティを理解する必要性があるのではないだ
ろうか。しかしながら、現在、保育・教育施設では様々な研修がセクシャル・マイノリティに関するほとんど研修
は行われていない。一方、学校現場では平成27年ごろから職員向けの研修を開始している。
⑵　研究目的

多様な人々について学ぶため、トランスジェンダー（性別違和を抱える人）たちのインタビュー調査を行い、
どのような人生を生き、これからどう描こうとしているのか、その声を研修プログラムに取り入れていくための
示唆としたい。また、今回の研究では筆者も調査対象の1人とし、それぞれの共通点や相違点を分析し、どの
ような選択をしてきたのかをまとめていきたい。

特に、トランスジェンダー当事者の語りは、学校教育や大学生を対象としていることが多いため、仕事、結
婚、家族、これからの将来についてなどの語りを得て、マジョリティとの相違点やこれからの課題について考
えていきたい。その上で、様々な家庭に配慮を必要とする保育・幼児養育現場で働く保育者たちに、セクシャル
・マイノリティについての研修を行い、その研修の必要性を問いたい。

2，研究方法
⑴　先行研究の検討

性別違和を抱える当事者の研究や保育・教育施設で行われるセクシャル・マイノリティ研修について検討
した。性別違和を感じ始める当事者は、約半数が幼児期から性別違和を抱えていることがわかる。また、ライフ
ストーリー研究では性別違和を抱える人が、通常の男性、女性よりも「男らしく」「女性らしく」なりたいと思って
いることや、生きる上での生きづらさを抱えていることがわかる。
⑵　性別違和を抱える人々のライフストーリー研究

マジョリティと生活を共にする中で生じる困難さを明らかにする。そして、本調査を行うことで保育者等へ行
う研修プログラムの開発への示唆を得る。
①調査対象：性別違和を抱える当事者5名（うち1名は筆者自身）
②調査時期：2022年10月21日〜2023年6月12日
③調査方法：半構造化面接法
④質問項目：�性自認・性指向・性表現の確認、治療、保育園・幼稚園から学校までのエピソード、仕事、友人関

係、恋愛、家族関係、人生設計、もし性別違和がなかったら、教育や政策・制度に関して望むこと
⑤調査対象の抽出：スノーボールサンプリング
⑥倫理的配慮
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自身のことを語るには嫌な経験が蘇ることがあり得るため、IES―Rインパクト尺度および簡易ストレス度チ
ェックリスト（桂村上版）を行い、問題がないことを確認。

インタビューについては、本人が語りたくないことは語らなくてよいこと、中止したい場合は中止や延期、協
力自体の取りやめも可能であることを説明。インタビュイーには事前に直接会い、インタビュー自体は感染症
予防と会話への配慮から、オンラインで自宅と自宅を繋いだ。音声データも残すため録音を行った。

文字起こししたデータも、齟齬がないか、控えて欲しい文面がないかを確認した。今回、協力者に共通する
友人がいるため、論文完成に伴って友人に知られたくないことがないかも確認した。

3，研究結果
インタビュー調査で得た語りを、「子どもの頃の違和感の語り」「教育に関する語り」「就職・仕事に関する語

り」「恋愛・結婚に関する語り」「カミングアウトとアウティングについての語り」「家族（定位家族・生殖家族）に
関する語り」「その他の語り」に分けて分析をした。

子どもの頃の語りでは、先行研究と同じく幼児期から性別違和を感じていることが明らかになった。「就職・
仕事に関する語り」「恋愛・結婚についての語り」と「カミングアウト・アウティングの語り」は密接していることが
判明した。就職・仕事や恋愛・結婚はどちらもカミングアウトを事前に行うのかや、アウティングされた経験など
が語られた。

アウティングがなぜ起きるのかについては、①からかいの対象としてのアウティング②話題作りや他者の興
味を引くためのアウティング③賞賛としてのアウティング④配慮としてのアウティング⑤意図しないアウティング

（無理解や認識不足・配慮不足・うっかり・長年の習慣によるもの）⑥抱えきれなさによるアウティングの6種類
が見受けられた。

家族に関しての語りは、親・きょうだい・パートナー・子育てについて項目を分けて分析をしたところ、本調査
の当事者たちは親との関係があまり良好ではないケースが多くみられた。セクシャル・マイノリティであること
を起因とするよりも、その背景にある家族関係や経済的課題があることが語りから得られた。きょうだいとの関
係については、先行研究がなかったが、関係が悪いケースと良いケースに分かれた。パートナーについては3
名が対象だが関係は良好であった。子育てに関して、1名は女性として結婚・出産しており、すでに子が成人
している。子どもに女性らしさを求められなかったことが有難かったと話す。もう1名は乳児の子育て中である。
セクシャル・マイノリティの人たちも、子育てをしたいと考えている人が多いことが語りから得られた。

その他、セクシャル・マイノリティであることでの困り感もあれば、マジョリティと変わらない悩みも見受けら
れた。

また、補論として保育者向けに行ったセクシャル・マイノリティ研修の概要とアンケート結果を分析した。研
修受講者は101名、アンケート回答者は37名であった。
「LGBTの言葉の意味について知っていましたか？」という問いについては、91．9％が「知っている」と答え

たのに対し、「セクシャル・マイノリティにも沢山の種類があることを知っていましたか？」という問いでは「知ら
なかった」が18．9％、「ある程度知っていたが、こんなに多様性があるとは思っていなかった」78．4％だった。
また、「今までに保育士や幼稚園教諭を対象としたジェンダーについての研修を受けたことはありますか？」と
の問いには97．3％が「ない」と答えている。

自由記述については、保育者自身の気付きや研修の必要性、保育の中で気を付けたいことなどの意見が
多くみられた。

4，結論
最初に問題提起した保育者に向けたセクシャル・マイノリティ研修は、アンケート結果を見るとほとんど行
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われていないことが明らかになった。そして、保育者がその研修をもとに、自身の保育や考えに気付き、より良
い保育をしたいと考えることが読み取れた。

当事者のインタビュー調査については、5名という少人数のため、性別違和を抱える人々の一般的な考えや
思いを示すものではないが、ひとり一人の抱えている困難さや家族関係等の根底にある課題を垣間見ること
ができた。また、今度の課題となる教育制度や法整備等に対する示唆も得ることができた。

保育者は子どものモデルとなる人物であり、家族以外でもっとも子どもに近しいといえよう。保育者の責任
は計り知れないが、そこに気付く機会がなければ、個人の価値観や人生経験にゆだねられてしまう。だからこ
そ、セクシャル・マイノリティやジェンダーに関する研修を行うことが重要だと考えられる。今後、ライフストーリ
ー研究から得た内容を、保育・幼児教育施設に特化したセクシャル・マイノリティ研修を開発し、保育の質の
向上に役立てるよう、さらに発展させていきたい。
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宮良長包の音楽教育観に関する研究
奥原　友紀乃

1．研究の目的
本研究は、宮良長包が『沖縄教育』に残した音楽教育についての考察を検討することによって、彼の音楽

教育観を明らかにすることを目的とする。宮良は、沖縄県出身者として初めて沖縄県師範学校の唱歌担当教
諭に任せられた音楽教師で、沖縄の子ども達のための教育に真摯に向かい合っていた。

2．研究の方法
宮良長包の論文
1）「教育唱歌の研究」
2）「教育唱歌の研究」（続き）・・宮良波響
3）「沖縄音楽の沿革及び家庭音楽の普及」・・宮良波響
4）「初学年児童の普通語につき」
5）「自学独創的学習訓練の具体的法案」（二等賞）
6）「新生命を生み出した　小学唱歌科の本質的要義」
それぞれの論文について

①どのような機会に、いつ、どこに書かれた文章なのか
②何が明らかにされているのか
③時代的背景
④引用について
⑤その文章の歴史的・社会的意義
などを捉えながら研究していく。その方法として宮良氏の論文に記載されている思想家、教育家、音楽教育家
の名前をもとにどのような著書が手にされていたのか探究し、論文に戻りながら書物との関連性を見つける

3．作品の教育的価値
6つの論文から見えることは、宮良の意識は常に沖縄に留まらず、本土へ、世界へと広がっている思いが伝

わってくる。宮良は、歴史的人物に於いても、著書からの引用や作品について考察し、常に新しい情報に積極
的であったことは、論文の年月と著書の年月との関係が、どの論文についても、常に新しい情報の論文であっ
たことが明確であった。そして世界へ目を向けながらも、郷土への思い、子ども達に本土と同じような教育をさ
せたいという思いが本研究で明らかとなった。他の著書からの引用の多さは、それだけ多くの事に興味を抱
き、常に沖縄の子ども達につなげたいという思いから、大切なことを丁寧に読み取り、つなぎ合わせたと捉え
る。沖縄という独自の文化、音楽、美術、気候の違いによる建築、ことば・標準語の習得を大切にしながら、常
に情報を著書だけでなく、自ら東京へ学びに足を運び、情報を自らの手で得ていたことの情熱さは、多くの作
曲作品からも伝わるが、今回の研究に於いて宮良の教育的価値を、もっと宮良の教育思想を研究し、感じと
り、これからの教育と音楽教育につなげたいと考える。

4．考察
本研究で、宮良が読んでいたと思われる著書からの引用により、どのような教育者の考えに興味を持って
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いたのかが見えてきて、当時の中心となる東京で考えられていた教育内容ことが、論文に書かれていること
の、その文の背景によって、宮良の教育観が明らかになってきた。引用については、それだけ多くの本を読み、
学んでいたからこそのものである。教育に関する歴史的人物について、日本の人だけでなく、世界にかかわる
人物についても調べていることの多さに驚かされた。また、論文の出された時期と引用されている著書が近い
ことから、常に新しい情報を得ようとしていた背景があった。実際、東京に何度も足を運び直接情報を得てい
たことや、1つの内容に、1冊だけ読むのでなく、色々な本から取り出しているのことが引用のおかげでわかり、
宮良氏がどんな本を読み、どんな人の考え、教育に興味を抱いていたのかが今回の研究で少なくとも明らか
になったのもある。

沖縄では、今でも宮良長包演奏会、宮良長包コンクールが行われ、生誕140年を迎えた今日でも若い人達
や子ども達にも、宮良長包の歌を伝えていこうという思いが続いている。

主たる参考文献

・工藤富次郎、「革新の途にある唱歌教授法要領　前編」、合資会社共益商社書店、1923
・北村久雄、「音楽教育の新研究」、モナス社、1926
・青柳善吾、「音楽教育の諸問題」、廣文堂書店、1923
・三木健・大山信子、「宮良長包著作集―沖縄音楽教育論」、ニライ社、2004
・名倉英三郎、「日本教育史」、八千代出版㈱、1984
・三木健、「宮良長包―沖縄音楽の先駆」、ニライ社、2002
・濱元朝雄、「沖縄の戦前の教育」、沖縄タイムス社、2019
・文部省、「学制百年史」、㈱ぎょうせい、1972

� （板野和彦教授指導　2023年度修士学位取得）
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複言語・複文化環境で学ぶ子どもの物語作りにおける推敲 
――発達的変化と教育的支援――

鶴巻　有佳子

1　問題と目的
近年、学校教育でもICTの利活用が進み、かつてよりも短い時間で、多くの情報を扱うようになってきた。し

かし、子どもにとっては、話すことよりも読むこと・書くことの方が、ハードルが高い。また、子どもの言語環境の
多様化への対応も、課題となっている。そんな中、教師の添削のあり方への疑問の声から、作文指導が見直さ
れ始めている。このような社会を生きるからこそ、子どもたちには、自分のことばに向き合い、ことばを磨く態度
が必要なのではなかろうか。

本研究の第一の目的は、ことばを吟味する態度を育てるために、子どもの推敲活動の発達的特性及び対
話の特性を捉えることにある。さらに、書くことが苦手な子どもの取り組みをつぶさに観察することで、作文指
導・支援のあり方を検討することを、第二の目的とする。

2　方法
インターナショナルスクール初等部の2年生（15名）、3年生（13名）、4年生（15名）の日本語クラスを研究の

対象とした。いずれの子どもも、日本語を第一言語または継承語としている。
参与観察を研究手法とし、学習前後のアンケート、子ども同士の対話音声及びワークシート・完成した作品

（プロダクト）をデータとして収集した。また、筆者は授業者でもあるため、学習の様子はビデオに録画してフィ
ールドノーツを取り、物語作り単元全体を多角的に記録した。その上で、解釈的アプローチを理論的オリエン
テーションとし、研究方法をマイクロ・エスノグラフィーとした。

3　結果と考察
⑴授業過程における子どもの認識・態度の特性

学習前後のアンケート結果から、本研究の参加者の9割以上が、前向きな気持ちで物語作りに取り組んだ
ことが示された。その理由について、筆者は、本単元のトップダウンの形態と「ミニ・レッスン」のボトムアップの
要素が、内発的な動機づけをもたらしたと考える。2年生の子どもは、教師からのアドバイスよりも自分で作品
を書き上げることを重視していた。それに対し、3・4年生の子どもは、自分で推敲したことだけでなく、教師や
友達と推敲したことが、自分の作品の質的向上に役立ったと回答した。学年が上がることは言語能力が高ま
ることでもあるが、同時に学習の難易度も上がり、言葉の選択肢が増えていく。そのことを自覚した3・4年生の
子どもたちは、間違いを修正し、表現をよりよくするために、他者にアドバイスを求めるようになっていくものと
考えられる。

⑵子どもによる物語の推敲
①推敲方略の設定

内田（1989）が見出した推敲方略に加え、本研究では、「情報の追加」「表現の修正・言い換え」「文法的な
修正」を設定した。
②各学年の子どもが使用した推敲方略（プロダクトの分析）

各学年から3名分のプロダクト（下書き・清書）を抽出し、子どもが使用した推敲方略の分析を行った。その
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結果、どの子どもも、複数の推敲方略を使用していたことが明らかとなった。ただし、そこに学年ごとの明確な
違いは見られず、書きことばへの習熟や発達の影響を受けながら変動し、個人差があるという先行研究（内
田1989）が支持された。その他、2年生と3・4年生の推敲に対する態度には「違い」が認められ、漢字使用や
文法的な修正については、必要に応じて、教師の介入が必要であることが示された。
③各学年の子どもの対話と推敲（対話の分析）

各学年の子どもの推敲を目的とした対話の分析からは、学年の特性があることが示唆された。2年生につ
いては、かぎの使い方や句点といった視覚的に確認可能な技能に限定的に注目することで、子ども同士の教
え合いが自然に発生した。その背景となったのは、個別指導としての教師と子どもの対話と、その順番を待つ
場面での「周辺参加」の繰り返しであったと考えられる。3・4年生については、話しやすい相手とペアを組み、
対話を通して協働的に推敲に取り組んだ。対話の主な特徴は、以下の通りである。

●　殆どの子どもが作品を音読し、音声化を手掛かりにして、違和感のある箇所を探していた。
●　子どもには、教師の態度や判断をそのまま受け入れる傾向が見られた。
●　�3年生の中には、指摘や違和感の理由を「ふつうは」「へんだよ」と説明する子どももいた。それに対し、4

年生の子どもは、指摘やアドバイスをする際、論理的な根拠や理由を説明していた。
●　�4年生の対話においては、自分の作品に対して批判的な発言をしたり、アドバイスを求めたりする様子が

散見された。さらに、互いの作品の共通点について語るなど、作品全体を俯瞰する発言も見られた。

3年生と4年生の対話にこのような違いが生じた要因は、推敲協力者の視点の違いにあったと考えられる。
3年生の推敲協力者は、「読者」として推敲に取り組んでいた。それに対し、4年生の推敲協力者は、「読者」と
してだけでなく、「作家」の視点からも意見を述べていた。つまり、4年生の対話において、対話者は互いに同
志でもあり、作品の質的向上と自己実現という目標を共有することが可能になったものと考えられる。

⑶書くことを苦手とする子どもの取り組み
本研究では、書くことを苦手とする3年生1名、4年生1名を抽出児とし、それぞれの観察記録の分析を行っ

た。
2名が自分の作品に自信を持てるようになった要因は、「心的余裕（稲垣・波多野1989，p.62）」にあると考え

られる。森田（2015）は、「いったん書き上げたものを修正することは容易ではなく、心理的抵抗も強い（p.96）」
とする。しかし、本研究の抽出児の取り組みは、書くことが苦手な子どもにとってはむしろ、自分の作品の完成
が見えたという「心的余裕」が推敲への意欲につながる可能性を秘めていることを示した。

4　総合考察
本研究を通して、筆者は、子どもの物語作りにおける推敲に関するプロダクト・対話の可視化に取り組んだ。

その分析をもとに、筆者は、推敲指導の目標（案）を作成した。これに修正を加えることで、生活文や意見文等
の学習にも通じる推敲指導の目標を開発していくことが期待できる。それは、書きことばの育ちと二次的こと
ばの育ちを考慮しながら、子どもの中の思考に向き合うための指針でもある。子どもの心的余裕に配慮した学
習環境を整え、「ピア・レスポンス力」を長期的に育てていくことが、これからの教師の役割であると考える。

5　今後の課題
今後の課題として、以下の2点を挙げたい。一つ目は、異なる文種を題材とした場合、子どもの対話や心的

余裕にどのような違いが見られるのかを明らかにすることである。二つ目は、子ども同士のかかわり合い、子
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どもと教師のかかわり合いを、社会的相互行為の観点から捉え直すことである。
筆者は、本研究をアクションリサーチの一環と捉え、子どもが「ことばを磨く」ための指導・支援の向上に努

めたいと考えている。

【主な引用・参考文献】

稲垣佳世子・波多野誼余夫（1989）『人はいかに学ぶか：日常的認知の世界』中央公論新社
内田伸子「子どもの推敲方略の発達：作文における自己内対話の過程」（1989）『お茶の水女子大学人文科学紀要』vol.42，

pp.75-104
内田伸子（2009）「作文の推敲過程における語の選択：ことばを選ぶこと・考えを発見すること」『日本語教育』vol.140，pp.4-14
原田三千代（2008）「多言語多文化を背景とした教室活動としてのピア・レスポンスの可能性：『協働性』に着目した活動プロセス

の分析」『多言語多文化：実践と研究』vol.1，pp.27-53
森田香緒里（2015）「推考（推敲）」（p.96），髙木まさき・寺井正憲・中村敦雄・山元隆春編著『国語科重要用語事典』明治図書出

版

� （杉本明子教授指導　2023年度修士学位取得）
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高校教員の語りから分析する地方における進学指導 
―鹿児島県の女子はなぜ4年制大学に進学しないのか？―

脇薗　祐一

1　問題の背景と研究の目的
日本における2023年3月の4年制大学（以下、大学）進学率を都道府県別にみると、最も高い東京都は77．

6％、最も低い鹿児島県は40．1％であることから、大学へのアクセスは地域格差が存在する。また、男女別の
大学進学率では男子60．7％に対して女子は54．5％である。このことより、大学進学に対して地方の女子は

「地方」と「女子」という二つの「足枷」（寺町2022）が存在する。したがって、「地方の女子」の大学進学につい
て分析することは大学進学の機会均等に対する新たな視座が生まれる。

これまで地域や女子の大学進学を分析した研究は多いが（吉川2001，日下田2020，朴澤2016など）、その
両方について高校教師の視点から分析した先行研究は存在しない。特に、女子の大学進学について、学校
の影響を分析した先行研究は存在するが（中西1998など）、高校教師の視点を分析した研究は存在しない。
生徒の進路に影響を及ぼす高校教師の認識や指導方法に着目することは、地方の女子の進学行動を理解
する上で意義がある。

そこで本研究では、「地方の女子」の大学進学について、高校教師の視点から分析を行いたい。具体的に
は、全国でも最も女子の大学進学率が低い鹿児島県に立地するX 高校の高校教師にインタビュー調査を行
い、進路指導の実態や女子の大学進学に対する考え、鹿児島県における女子の大学進学率の低さに対する
認識などをきいた。

2　研究の方法
鹿児島県の大学進学率の状況等についてマクロデータから概観するとともに、鹿児島県立 X 高等学校の

高校教師16名へのインタビューを行った。なお、X高校は地方普通科進学校であるが生徒の学力は幅広い
学校である。調査にあたっては、倫理的配慮として明星大学倫理委員会の許可を得て実施した。また、匿名性
を担保するために、名前はすべて仮名とし、引用するインタビューデータは内容が変わらない範囲で修正を行
った。

3　結果
まず、マクロデータの概観から、鹿児島県の高校は他県と比べて専門学科の比率や高いこと、国公立大学

入学者の多さ、県民所得の低さが大学進学率の低さにつながっている可能性があることがわかった。
インタビューを通して明らかとなったのは次のとおりである。進路指導で高校教師は生徒の希望にそった

進路実現に努めている。しかし、生徒の希望を安易なものとしないため、生徒には希望進路の如何によらず
努力することを求めている。また、歴史的に鹿児島県は経済的理由などから国公立大学合格者の輩出にこだ
わる県で、その傾向は現在の教師にも受け継がれている。ただし、現在では国公立大学合格者数にこだわる
指導に対して葛藤を抱いている教師も少なくない。

高校教師の語りから分析した鹿児島県における女子高校生の進路は次の通りである。まず、地元志向と有
資格な職業選択という堅実な進路選択をおこなっている。本人の希望を優先する指導のため、成績的に国公
立大学合格が難しい短大志望の女子生徒に私立大学を勧めるという事例はほとんどない。国公立大学合格
をめざせる女子生徒に対しては大学進学を勧めるが、もともと短大志望の場合、資格取得志向が強いことな
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どからそれに応じない場合もある。また、地元志向は保護者の「何かあった時に近くにいてほしい」という気持
ちも強く影響している。

高校教師の鹿児島県女子の大学進学率の低さの認識は、県内の「女子向け」の進路先が充実しているこ
と、普通科率の低さ、男尊女卑的な風土などが要因であるとしている。教師自身の進路指導の在り方を省みる
語りも現れた。一方、経済的支援の必要性は語りにあったが、大卒の便益や奨学金といった語りはほとんど
現れなかった。

4　結論と含意
本研究で得られた知見は次の3点である。1点目は、国公立大学進学をめざせる高い学力があっても、教師

によって加熱に応じない女子生徒の存在の発見である。国公立大学合格にむけて加熱を行うものの、堅実な
進路選択の影響から加熱されない生徒の存在が明らかとなった。2点目は高校教師も積極的に大学進学へ
の加熱を行っていない可能性があることである。1点目とは逆に、国公立大学進学が難しい場合には現実的
な進路として看護師や保育士といった堅実ないわゆる女子向けの職業を志望するという女子生徒も多い。そ
のような生徒に対して大学進学へと促す指導は少ない。3点目は高校教師が女子の大学進学に対する便益
を十分に認識していない可能性があることである。進学にかかる出費については語りに現れたが、大学進学
で得られる便益については語りには現れなかった。教師が認識する大学進学の意義は、賃金面などの便益
ではなく広く深い学びなどである。

本研究の学術的インプリケーションは、「地方の女子」の進路に対して高校教師の視点で分析したという新
規性である。女子の進路に対する高校教師の語りの多くは、これまで先行研究で明らかにされてきたことと一
致する。このこと自体が新たな発見といえよう。政策的インプリケーションは、大学進学にかかる費用の公的支
援や私立大学の学費値下げ、公立大学の設置などの必要性が確認された点である。実践的インプリケーショ
ンは、教師同士の進路指導における実践の共有の必要性が明らかになった点である。

＜主要参考文献＞

吉川徹，2001，『学歴社会のローカル・トラック―地方からの大学進学』世界思想社．
轡田竜蔵，2017，『地方暮らしの幸福と若者』勁草書房．
古賀正義，2001，『＜教えること＞のエスノグラフィー―「教育困難校」の構築過程』金子書房．
寺町晋哉，2022，「大学進学における『地方』と『性別』の『足枷』」『学術の動向』第27巻10号，pp．76-83．
中西祐子，1998，『ジェンダー・トラック―青年期女性の進路形成と教育組織の社会学』東洋館出版社．
日下田岳史，2020，『女性の大学進学拡大と機会格差』東信堂．
朴澤泰男，2016，『高等教育機会の地域格差―地方における高校生の大学進学行動』東信堂．

� （須藤康介教授指導　2023年度修士学位取得）
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我が国の音楽教育を背景にした小林宗作の音楽教育観の変遷 
～明治・大正・昭和戦前期を中心に～

板野　愛

1．はじめに
小林宗作（1893-1963）はリトミックを日本に紹介した人物として知られている。渡欧後の教育観について

の研究はあるが、渡欧前の彼の音楽教育観に迫った研究は管見の限り見当たらない。日本の音楽教育の状
況を法令や教材から検討し、小林の音楽教育観がどのような影響を受けて形成されたのかを明らかにするこ
とは、現代においても意義のあることである。

2．研究の目的と方法
本研究では、小林が小学校の教育に関わっていた時代の主要な音楽教育観と、それらに対する小林の見

解や問題意識を探り、小林の音楽教育観を明らかにすることを目的とする。小林の音楽教育観は生涯におけ
る後半部では大きく変化しない。本研究では、前半部でありながら音楽教育観の変遷における全部であると
言えるトモエ学園までの音楽教育観の変遷を検討する。研究の方法は文献研究とし、小林の音楽教育観は
著作『綜合リヅム教育概論』から明らかにする。日本の音楽教育については学制をはじめとする、明治・大正・
昭和戦前期の教育法令、音楽取調掛や『小学唱歌集』などの教材から唱歌教育に関する部分を抽出して検
討する。

第1章　小林宗作の生涯
小林宗作は1893（明治26）年6月15日、群馬県で生まれた。高等小学校卒業後、下仁田小学校、東京市新

宿牛込小学校で教鞭をとった。その後23歳で東京音楽学校の乙種師範科へ入学した。東京音楽学校の乙種
師範科卒業後、東京府千寿第二小学校、東京市山吹小学校、成蹊学園小学部で勤務した。その後渡欧し、帰
朝してから成城学園で勤務、2度目の渡欧後は成城学園、トモエ学園、国立音楽大学、国立音楽大学付属幼
稚園等で勤務している。

第2章　明治から昭和戦前期までの音楽教育
日本の教育は、制度的には1872（明治5）年の「学制」から始まった。教科として「唱歌」が設定されていたが

「当分之を欠く」として、ほとんどの学校で唱歌の授業が行われていなかった。松村の『童謡・唱歌でたどる音
楽教科書のあゆみ―明治・大正・昭和初中期―』内で「学制発布後間もなく示された「小学校教則」や「小学
校教則改正」には、学制にある‘当分之ヲ欠ク’に準じて音楽（唱歌）の項目すらも記載がない1」と述べられて
おり、記載がないほど学校の授業の中で取り扱う必要性が知られていない科目であったと言える。

1879（明治12）年12月に音楽取調掛が設置され、伊沢修二が御用掛に任命された。日本で最初の教科書
は、明治14年発行の『小学唱歌集』初編である。『小学唱歌集』は、地方にまで普及するのに時間がかかり、な
かなか唱歌の授業が行われない学校があった。小林が音楽教育に疑問をもつのも自然な流れであり、他の
教員も教え方に苦慮していた時代の中、その疑問に対して何かしらの答えを見つけたいと考えて渡欧したの
が小林であると考えられる。
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第3章　小林宗作の音楽教育観
渡欧前の小林は日本での音楽教育に満足できておらず、悩んでいた。「その頃名のある音樂の先生たちの

授業は片つぱしから参観して廻つた……僕だけが特にまづいのだとも思へなかつた……2」と述べていたと
ころからも、日本の音楽教育は子供たちに歌を真似して歌わせることが主流であったことが推察される。

小林は一度目の渡欧でリトミックを学んで帰朝した。その時点ではリトミックを「心身調和發達を最も完全な
らしむる最上の教科3」と述べ、これ以上の教育法はないと確信して帰朝した。しかし、二回目の渡欧直前に

「同時に又いくらかの不完全をも感じないわけには行かなかつた。それ等の解決に逼られて昭和五年再び渡
歐せねばならなくなつた4」と述べている。

二度目の渡欧から帰国してからは「突然唱歌の時間に學ぶものにとつては模倣が何よりの手蔓であるが、
リヅム體操から來たものは身體内部からの躍動によつて發聲器管の働きがうながされるのである。此れは教
育學的見地からは實に重大なる意義のあることであらう5」と述べ、唱歌教育に対して身体運動を加えること、
リズム体操を取り入れることで教育効果が上がるという小林なりの教育方法を得た。

おわりに
日本の唱歌教育と、小林が教育を行っていた当時の唱歌教育の背景を検討した。小林が日本の唱歌教育

に疑問を抱いた理由について、日本の音楽教育の流れを法令で追っていき検討したことは、意味のあったも
のと考えられる。それを踏まえて、小林の教育観は渡欧成蹊学園での経験、沢柳や小原の教育観に触れたこ
とによって、主体的に学習に取り組ませる教育方法に依る教育観は、より確かなものに変わっていったと言え
る。

1　松村直之，『童謡・唱歌でたどる音楽教科書のあゆみ―明治・大正・昭和初中期―』，和泉書院，2019年，p.26
2　小林宗作，「欧米音楽教育界の相」，『学校音楽』，学校音楽研究会編，1934年，p.19
3　小林宗作，「リトミック運動の現況」，『漠のパンフレット』，1927年，p.8
4　小林宗作，「歐米音楽教育界の相」，『学校音楽』，学校音楽研究会編，1934年，p.21
5　小林宗作，「綜合リヅム教育概論」，『大正・昭和保育文献集』，日本らいぶらり，1978年，p.135

� （廣嶋龍太郎教授指導　2023年度修士学位取得）
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子育てに不安を抱えた親を支えるものとは 
―母親による縦断的な親子の振り返りを通して―

石川　舞子

1　問題の所在と目的
日本の人口は、少子高齢化の進行により、今後も減少していくと見込まれている。人口減少社会に関する

意識調査では、子育てをしていて負担・不安に思うことがあるかという質問に、72．4％が負担・不安を回答し
た。母親の育児不安や育児ストレスが社会的問題になっていること、母親の育児不安の高さが、少子化の進
行にかかわっているという指摘もある。子育て不安の現状と子育て支援の必要性について、子育てに関する
意識調査では、地域による支援の重要性を示す回答結果が出ている。家庭における子育ての負担や不安、
孤立感を和らげ、男女がともに保護者としてしっかりと子どもと向き合い、喜びを感じながら子育てができるよ
う、子どもの育ちと子育てを支援していくことが重要である。

子どもの成長に伴い、母親への支援が重要になることが示唆されており、思春期の子どもをもつ母親への
支援に難しさがあることが分かっている。しかし、国内における育児不安に関する研究は、学童期以降を対象
としたものが多くない。また、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査においては、通常の学
級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒は増加している。療育機関を利用した子どもをもつ母
親の不安内容は変化することが明らかになっていることから、それらの認識がどのような時系列的変化を示
すのか、どのような要因と関連しながら変化していくのか研究が求められている。

そこで、本研究は、母親による縦断的な親子の振り返りを通して、子育てに不安を抱えた親を支えるものに
ついて検討することを目的に実施することとした。

2　研究の対象と方法
子どもが幼少期に同じ幼稚園に通い、同じ療育キャンプに参加していた親子の母親3名を対象に、質問紙

調査と半構造化インタビューを行った。就園前から調査時までを時間軸に区切り、それぞれの時期について、
子どもの様子・母親の心情・支援等のコミュニティに項目を分けて検証した。

3　結果と考察
3事例の語りから母親の不安の要因と不安を支えたものが明らかになった。
不安の要因には、子どもの成長の遅れ、同学年の子や兄弟との様子の違い、支援者からの障害児の母親

という括られ方や育てにくい子という言葉、日本の学年制度や学年で決められた教材、園や学校の流れに入
れない我が子の様子、他害、子ども同士のトラブル、いじめ、登校渋り、先生の言葉や対応、担任との連携、子
どもの困り感を先生や他者に理解してもらえないこと等が不安の要因となっていたことが分かった。また、母
親が子どもの問題への対処方法が分からない時や、我が子の気持ちや感じ方に向き合うことの難しさを感じ
ていても悩みを人に相談できない時もあり、孤独を感じたこと、子どもに関与できない時もあることから、母親
だけでは何もできないと思った時期があったことも分かった。

不安のある母親を支えたことには、子どもを理解してくれる人の存在と自身が安心して相談できる人や場
所の存在について多くの語りがあった。

子どもを理解してくれる存在には、学年を問わない友達関係、我が子を気にかけてくれる友達、成績以外で
我が子のもつ力について着目してくれた担任、我が子に合った授業を提案してくれた先生、教室に居られな
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かった我が子の行動の背景を考えてくれようとした先生、我が子の言動を理解してくれる母親同士の友達や
療育キャンプで出会った我が子を見守る大学生、温かい地域の方々の存在があった。多方面の人との出会い
から、母親にとって、我が子が家族以外に相談できる友達や先生と出会えることは支えとなったことが分かっ
た。

母親自身にも、安心して相談できる人や場所と繋がることは大きな支えとなっていたことが分かった。見通し
をもたせてくれる先輩の母親たち、専門家や相談機関等の一緒に考えてくれる存在、理解者や相談場所に繋
いでくれる支援者の存在があったことは、母をも守ってくれる安心できる居心地の良い場所となり、大きな意
味をもつことが明らかになった。

また、子どもを支える人や場所、母親を支える人や場所には、どちらにも多様性への深い理解があったこと
が推察された。母親たちの特別支援への学びの機会から、子どもの言動の理解や支援に繋がったことも分か
った。環境調整により子どもの苦手が得意に変わったことや子どもの安定が見られたこと、その支援は我が
子だけではなく他の子にとっても良いことだったことへの気付きが語られた。誰かとつながることで成長できる
ことや子どもへの支援を学ぶことで人への理解が深まったこと、安心できる人・場が増えることで、多様性へ
の理解のある社会が広がっていくことが示唆された。

4　総合考察
本研究によると、子育てに不安を抱えた母親を支えるものとして、我が子を理解してくれる人・場所の存在、

母親の不安を受け止めて相談にのってくれる人・場所の存在があった。これらの人や場所は子どもと母親に
とって、それぞれのサポートネットとなり得る。子どもたち同士の友達関係、母親や家族、支援者である保育士
や教員、保育士養成段階・教員養成段階の学生、子どもと母親を取り巻く環境において、多様な人への理解
が必要だと推測され、学びの必然性が示唆された。また、その上で、保護者と支援者（保育士・教員）の協働
関係の構築も重要である。

5　結語
本研究では、母親による縦断的な親子の振り返りを通して、子育てに不安を抱えた親を支えるものについて

明らかにした。子どもの成長に伴い新たな不安がある時にも、子どもと母親を理解する人々や場所の存在が
親子を支え、その重要性が明らかになった。本研究対象の母親たちは、支援につながるきっかけを作った保
育者や専門家との出会いがあり、その後、支えとなる様々な人々の存在があった。一方、子育てのサポートネッ
トワークに関する分析研究によると、子育てのサポートを家族内外の双方から充分に得られない母親が存在
している。今後より多くの母親たちを支えていけるよう研究を進めていくことが求められる。本研究で示唆した
ように、多様性について学ぶ機会を増やすことで、支援を繋ぐ担い手が増えることが期待される。そのことによ
り、親を支え、子どもたちへの支援が広がっていくことを願う。

引用参考文献

（1）�総務省「令和4年版　情報通信白書　生産年齢人口の減少」�  
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html

（2）厚生労働省（2015）「人口減少社会に関する意識調査」
（3）国立社会保障・人口問題研究所（1998）人口問題審議会
（4）内閣府（2014）「家族と地域における子育てに関する意識調査報告書」
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保育者にとっての自己理解の意義 
―短時間研修の実践を通して―

木村　恵

キーワード：特性理解・自己理解・短時間研修・保育者・発達支援

1．背景と目的
文部科学省の調査によれば、通常の学級に在籍する特別な教育的支援が必要な児童生徒の割合が増加

していることが報告されている。1）この調査から、保育園等に在籍する子どもたちも同様に、特別な支援が必
要な子どもが一定数存在する可能性があることや、“発達障害” に対する注目度が高まっていると考えられる。
保育者は発達障害や特性に関する正確な情報を学ぶ機会が限られており、自己学習が必要と考える。しか
し、自ら情報を求めない限り、正しい情報がアップデートされない可能性もある。また、正しい情報が入ってい
ても、支援がなぜかうまくいかないという保育者も存在する。そこで、特別支援教育（発達支援）において、自
分の特性を理解する「自己理解」が有効であることが先行研究等で示されている。2）これに基づき、保育者に
対しても「自己理解」が効果的であると推察される。しかし、保育者養成校を例にあげても、保育者を目指す学
生も自己理解を深める授業等学びの機会は限られており、また、自分の特性を理解する「自己理解」を促すア
プローチは少ない。この背景を踏まえ、本研究では保育者が特性理解・自己理解するための短時間研修を実
践する。研修では、保育者は支援が必要な子どもに対して効果的な支援を行うために子どもの特性理解を学
ぶ。その際、特性について正しい知識を伝えられた後、特性は誰にでもあることを理解できるよう、「星と虹色
なこどもたち」3）の書籍を活用し、特性を七つに分類し虹色に例え、色の濃淡や塗る面積で自身の特性を表現
する「自己理解」ワークを取り入れる。短時間研修の実践を通し有効性を検証し、研修による気づきを聞くこと
で、「保育者にとっての自己理解の意義」を考察することを目的とする。

2．研究方法
研究1では、保育者の現状を把握するため、約100名に「事前アンケート」を行い、特性理解等を4段階で測

定する。仮説と理由に対して、統計ソフト　SPSSを使用し、クロス集計による分析・考察を行う。自由記述に関
してはカテゴリー分類表を作成し考察する。

研究2では、短時間研修実践と有効性の検証を行う。保育者が特性理解・自己理解するための短時間研修
となったのか、有効性について研修前後の数値の比較測定による定量的な分析及び、アンケート等による定
性的な分析により有効性を図る。研究3では、研修後アンケートやインタビューによる保育者の気づきを考察す
る。アンケートの自由記述はカテゴリー分類表を作成し考察する。インタビューでは半構造化面接を行い、逐
語録を作成し発話内容を分析する。このように、量的研究と質的研究を組み合わせた混合研究法により、現
状把握と研修の有効性を図り、保育者の自己理解の意義について考察する。

3．結果と考察
研究1の結果、保育者が発達障害の子（支援児）が増えていることを実感し、子どもたちへの支援に悩み、そ

のための特性理解や発達支援に関する学びを求めていることがわかった。研究2の結果、本研究における短
時間研修が「特性について理解し、保育者自身の特性について考える機会を持ち、自分の特性を理解するこ
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とによる自己理解」（以下、「自己理解」と記載）が促進され、「自己理解」を深めるためのきっかけとなる研修で
あることが検証された。研究3により、保育者に学びたい気持ちがあるものが多いことはわかったが、学びの
時間を割くことが困難な者や、学ぶことはできたが心に余裕がなく、特性が理解できても、それに適した対応
を職員に対しては取れない心理状態があることも明らかになった。そして、「自己理解」に受容が関係してお
り、受容により、「自己理解」が深まり、他者に対しての理解も深まっていくのではないか、という可能性を考察
できた。

4．結論と今後の課題
「自己理解」は学び続けることでより深くなり、「自己理解」を深めるために「受容」のプロセスは重要となり、

受容を促進する一つとして「自己理解」が重要であり、他者理解の深さにも相関するといった各要素が相互に
相関し循環する中で深まる可能性が示唆された。「保育者にとっての自己理解の意義」として、具体的に多か
った回答としては、子どもの支援に活かせるような子どもの特性理解ができ、言動理解を汲んだ環境調整や
合理的配慮の提供等の支援が子どもにできるような考え方を持つことができるようになることであった。また、

「自己理解」をすることにより、子どもに対してだけではなく、他者全般への理解にも広がることが示唆された。
今後の課題は、一回の学びで十分な理解を得ることが難しいため、「自己理解」に関する学びの継続の重要
性について考察していくことである。また、他者理解や相互理解を深めるためにも一人が学ぶのではなく、多
くの保育者が仲間と共に学び続けられるような環境整備も必要である。「伝える側」が「学ぶ側」に「自己理解」
を深めるための活動内容がより有効なものとなるよう「自己理解」を促す学びの場を提供する際には、対象者
や目的に適した進め方や内容となるよう、研修内容の持ち方について模索することは今後の課題である。そ
のため、既に有効性が認められている講座等について、その有効性の理由を分析・検証することは重要であ
る。

5．引用文献・参考文献
1）星山麻木（2020）「星と虹色なこどもたち『自分に合った学び方』『自分らしい生き方』を見つけよう」学苑社
2）�原田理沙（2022）「多様性を認め、互いに尊重し合う態度や行動の醸成を目的とした障害理解教育の実践―小学校第三学年

への授業と教員へのインタビューを通して―」
3）文部科学省（2023）通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（令和4年）について

� （星山麻木教授指導　2023年度修士学位取得）
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通級指導教室在籍児童に対する 
自己理解を深める自立活動の授業の実践

米内山　美紀

1　問題と目的
東京都教育委員会は平成28年度から特別支援教室（東京都の通級指導教室の名称）を導入した。児童が

通級する形から、教員が巡回する形に変わり、通級児童が増加したため、一人についての指導時間が2時間
程度と減少した。制度により通級期間は「基本1年、延長して2年」という自治体もあり、短期間、短時間の通級
指導となった。また、現在、自己理解を深める授業が重要視されているが、通級指導教室での授業実践研究
や事例はほとんどない。本研究では、通級指導教室在籍児童に対して、自己理解を深める自立活動の授業を
実践し、なぜ自己理解が必要なのか、どのような授業がよいのかを明らかにすることを目的とした。

2　研究・分析方法
研究対象は、A小学校特別支援教室6年生児童5名、同教室巡回指導教員（以下教員）4名（筆者を含む）

である。教員4名が協働し、自己理解を深めるための自立活動の授業「自分研究所（本研究の授業名）」の指
導計画を作成し、実践した。第1期「虹色ななかまたち」、第2期「自分の得意なことや好きなことを紹介しよう」、
第3期「自分の研究テーマを紹介して話し合おう」、第4期「自分研究発表会」とした。第1期は、星山の『星と虹
色なこどもたち1）』の絵本を用いて、登場する7色に例えられた個性豊かな7人の子どもたちを1回に2人ずつ
読み、自分と似ているところを探した。7人を学習後、自分は何色に似ているのか、何色が多いのかを考えて、
自分の虹色をイメージして塗った。第2期と第3期は、森村の『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のス
スメー子どもの「当事者研究」の実践2）』を参考に授業を行った。第2期は自分の得意や好きを、第3期は自分
の研究テーマを紹介し、話し合った。第4期では、第1～3期を振り返った。筆者（教員1）がT1、教員2、3、4を
T2、T3、T4として授業を実践した。授業は16回行い、各授業は1回、1単位時間45分中の20分間とした。第1
期～第4期の1クールごとに、児童（児童 a、b、c、d、e）に担当教員（教員1、2、3、4）がインタビューを行った。ま
た、授業実践終了後、教員3名（教員2、3、4）一人一人に、教員1（筆者）が半構造化インタビューを行った。授
業を動画撮影し、児童の様子や発言を記録したデータと、児童、教員に半構造化インタビューを行った際の語
りを逐語録化して得られたデータから、児童の自己理解の深まりや変容に関する具体的なエピソードを抽出
し、分析・考察を行った。

3　結果と考察
児童や教員の語りから、第1期の『星と虹色なこどもたち1）』の本を用いての授業は、児童の自己理解を深

めることが明らかになった。第2期では、得意や好きを紹介した後、発表者と聞いている児童・教員の双方向の
コミュニケーションが活発になり、自己理解が深まると同時に他者理解やグループの一体感が生まれることが
明らかになった。発表する児童にスポットが当たり、森村がいう「人に話を聞いてもらえる経験2）」を積むことが
できた。第3期は、ゼミ形式にしたこともあり、教員が介入しなくても児童同士が語り合う場面が多く見られた。
児童にとって、自分の研究テーマを友達や教員に伝え、一緒に考えたり相談したりする経験になった。困りご
とは、自分一人で考えるのではなく人に相談してもよいことや、相談したら新しい見解が得られることも経験で
きた。第1期で、様々な特性を知り、特性を肯定的に理解する、第2期は、自分の得意や好きを確認し発表する、
第3期は、自分の研究テーマを伝え、それを友達や教員とともに考えるという展開だったが、第1期と第2期は
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入れ替えて授業をすることが可能だということも分かった。

4　総合考察
本研究の自己理解を深めるための授業で、4つの学び方を用いた。「学び方1　自分と向き合う」、「学び方

2　絵本の登場人物と自分を比較する」、「学び方3　教員とともに、自分について考える」、「学び方4　自分
と友達、教員とともに、自分について考える」である。その4つの学び方は、1つずつ独立している訳ではなく、循
環している。様々な学び方から、多角的に自己理解が深まることが明らかになった。また、小集団で学ぶことが
有効で、その小集団の関係性が成熟しているほど、自己理解、さらには他者理解も深まると明らかになった。さ
らに、教員チームの関係性や教員の児童とともに学ぶ「共同研究者」としての姿勢がこの授業の大切な要素
であることや、この授業を行うことで、小集団グループの一体感や絆も深めていくことが明らかになった。児童
の成長には、自己理解が必要であり、これからその人らしく生きていくためにも有効であると分かった。今回
の3つの授業を行うことは、短期間、短時間の通級指導の中では時間的に厳しい場合があるが、1つの授業で
も自己理解は深まることから、児童や教室の実態に合わせて、カスタマイズすることが可能であると考える。

5　結論と今後の課題
児童の自己理解を深める授業を実践すると、自己理解が深まった。その授業のためには、まずは教員が自

己理解をする必要がある。今後さらに、自己理解を深める授業を広げていくためには、教員研修や教室経営
も重要となる。今回の授業のように教員同士で話し合い、協働して授業作りをすることも有効で、教員間のチ
ームワーク作りにも繋がった。今回はできなかったが、自分の研究テーマを特別支援教室の外へ発信していく
ことも有効だろう。保護者、在籍学級担任、管理職、養護教諭などの大人へ、さらに通級児童の在籍学級の友
達まで広げられると、肯定的な自己理解の輪、さらには、他者理解の輪が広がり、学ぶ者同士の関係性や絆
ができていくのではないだろうか。多様性の尊重の考え方の土台にもなると考える。星山（2017）は「自分の素
敵なところを見つけられると、人の素敵なところも見つけられる。（略）ただ今日、ここに生きていること、存在し
ていること。何ができるでもできないではなく、今日、ここにいる自分を認めていこう3）」と記している。児童が自
分自身を認め、素敵なところを見付けられるように支援を続けたい。授業研究も進めていきたい。

参考・引用文献

1）星山麻木（2020）『星と虹色なこどもたち「自分に合った学び方」「自分らしい生き方」を見つけよう』学苑社
2）�熊谷晋一郎　監修　森村美和子（2022）『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のススメー子どもの「当事者研究」の実

践』金子書房
3）星山麻木（2017）『この子は育てにくい、と思っても大丈夫』河出書房新社

� （星山麻木教授指導　2023年度修士学位取得）
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明星大学大学院教育学研究科教育学専攻（通信教育課程）研究紀要編集委員

編集委員長　羽　矢　みずき
編集委員　　島　田　博　祐

明星大学通信制大学院教育学研究科研究紀要編集規程

第1条	 本紀要は『明星大学通信制大学院研究紀要―教育学研究―』と称する。
第2条	 本紀要は明星大学通信制大学院教育学研究科における研究成果の公表を目的とする。
第3条	 本紀要は当分の間、年1回刊行する。
第4条	� 本紀要に掲載する原稿の種類は、論文・研究ノート・書評・修士論文概要・博士論文概要・記事な

どとする。
　2．	 原稿の掲載に関しては、編集委員会の査読を経て、掲載の可否が決定される。
第5条	� 本紀要に原稿を掲載できる者は、明星大学通信制大学院教育学研究科在学生、修了生、担当教

員とする。
　2．	 上記以外の者の原稿の掲載に関しては、編集委員会がその可否を決定する。
第6条	� 本紀要の編集の任にあたるため、明星大学通信制大学院教育学研究科委員会（以下、「研究科

委員会」と称する）の下部機関として、明星大学通信制大学院教育学研究科研究紀要編集委員会
（以下、「編集委員会」と称する）を設ける。

　2．	� 編集委員は若干名とし、研究科委員会から互選によって選出する。委員の任期は1年度間とし、再
任を妨げない。

　3．	� 編集委員会に委員長1名をおく。委員長は編集委員会委員から互選によって選出し、研究科委員
会の承認を得るものとする。

第7条	 本規定の改廃は研究科委員会で行う。

	 本規定は平成26年6月1日から施行する。



編集後記
　明星大学通信制大学院研究紀要『教育学研究』第24号をお届けします。
　本号は、修士論文3編、修士論文概要8編より構成しました。日頃の研究・実践にご活用いただ
ければ幸いです。
　今後も本学通信制大学院の在学者、修了生、担当教員からの一層のご応募により、本紀要をよ
り充実したものにしたいと考えています。奮ってご投稿をお願い申し上げます。
� （羽矢みずき）
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